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古谷 司会をさせていただく全国安全センター

の事務局長の古谷ですc今年9月1日で施行50

周年を迎えた労働基準法をめぐって、井上浩さ

んと現場で苦労されている労働基準監督官(以

下「監督官」と標記)、地方自治体の労働主幹部

局(以下「自治体Jと標記)の方々との座談会を

企画しました。立場上、井上さん以外の皆さん

の名前は公表せずに覆面座談会ということで

すが、忌俸のないところをお聞かせください。

井上浩さんは、元労働基準監督官として『労働

基準監督宮日記』の著書もあり、本誌に「監督官

労災日記」を連載していただいていますが、 10

月10日の第8回総会で全国安全センターの議

長就任をお引き受けいただいたところです。

さて、労基法施行50周年の今(1997)年は、

50年目にして4月1白から週刊時間労働制が

ようやく実施されたという点で、また、 1995年

3月に策定された規制緩和推進計画の3年間の

最終年度に当たるという意味でも、大きな節目

の時期を迎えていると思います。また、行政改

革会議で検討中の中央省庁再編等の議論に

よって、来年度には労働省がなくなるかもしれ

ないという時期でもあります。そのへんのとこ

ろを話題にしていただいたらと思います。

週40 時間労働制実施で
どう変わったか

古谷 まず週刊時間労働制の実施状況に関して

は、 10月9日の中央労働基準審議会に労働省が

今年度の労働時間等総合調査の概要を報告し

ていて、週刊時間労働制を実施している事業

所の割合は77.8 %で、前年度より 37.5ポイン
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ト上昇。事業所の規使別では、

300人以上では98.6% (前年
度 94.5%) 、31 ~100 人では

89.5% (48 .5%)、 30人以下の

事業所では76.2% (38.7%)と

いうことになっているようで

すが。

監督官 最初に労働時間関係の

労基法改正が施行されたのが

1988年4月で、それから 10年

問、労働時間、労働時間でした

から、全体的に、それなりに労

働時間の短縮が進んできてい

ることは事実だろうと息いま

す。

うちの管内で週刊時間労

働制が実;施されている害t合は

5割というところでしょうか。

署内でも話しているのは、た

ぶん今年の 10月、 11月頃ま

でが第1期なのだろうと。や

らなければならないと思って

いる事業所が実施するのが半

年からまあ1年以内で、それ

以外の事業主はしばらく様

子をみようと。こちらの出方

も見ながら言われたらやろ

うと思っているんじゃない

でしょうか。あとは本当にや

らなきゃならないようなと

ころまで追い詰められなけ

ればやらない。そんな3分類くらいが出てくる

んじゃないか。

いまやらなければいけないと考えているの

は、少し腰を上げようとしているけれどまわり

の様子もみているという事業所の腰をどう叩

くかということです。

井上 何%くらいの事業所が週40時間労働制を

実施したという統計の信j憲性についてはどう

ですか。

監督官 それぞれだ、と思いますね。とくに労働基
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準監督署サイドで集めた資料は、母集団に対し

て統計学的に抽出したわけでなく、その中での

何%が週40時間市Ijを達成という話で、これも

統計的に処理されているわけではありません

から。

井上 ただ送りつけて返ってくるのを待つとい

うやり方ですか。

自治体 アンケー卜調査の性格から言って、比較

的いいというか基準をクリアしているところ

から返ってくるでしょうし、どうしてもパイア

12号

13号

14号

15号

:17 号

(注段目
2段目

安全センタ情報1997年 1j月号 3

弘←」



事-

3

::線新労基法施行問周制労働行政治自問自民Iゑヨ川町:三三正ι 1

スがかかりますよね。

井上 やはり、返すところは真面目な人でしょう

からね。

自治体 だから比較的高めに出ているだろうと

いうことはあるだろうと思いますね。とりわけ

労働基準局などが調査をすると、法に違反する

ようなことを書いてはまずいというような使

用者の抑制意識というか、そういうのが働くで

しょうから。これは調査の目的G外には使用し

ません、と書いであっても信じているわけじゃ

ありませんから。

井上 労働時間に関する申告が増えたというよ

うなことはありますか。

監督官 それはあります、電話がかかってくる数

も増えていますね。申告事件となるかどうかは

別としても。うちのところは週4 0時間になっ

ていないがどうなんだろうと。そこのところ

は、働いている人の意識というか、法律もわ

かってきているという部分はあると思います。

僕はもっと、変形労働時間制を使っていてそれ

が労働者に周知されていなくて、おかしいん

じゃないかという棺談が多いんじゃないかと

思ったのですが、そういうのはあまりないです

ね。

自治体 正直言って、週刊時間にという相談は

あまりないんですね。猶予のところからとか、

労働省が r2年間は懇切T寧な指導に撤する」

と言い出しましたよね。それで、本当に(週刊時

間労働告のをやらなければならないのかという

問い合わせはけっこうあります。それから変形

労働時間制の導入ですね。なかなか労働省労

働基準監督署には聞きにくいということで、労

政事務所だったら直接の監督機関ではないか

ら、本音のところを言っても、法違反をしてい

ても、割合とソフトだというイメージか使用者

の方にあるようですね。何とかクリアしたいの

だけれどなかなかうまくいかないと。やはり、

使用者の方から伺うと、 40 時間制にすると人

数を増やさなければいけないというのがネッ

クになっていて、変形制を使ったりして何とか

できないかと、苦労されているのは事実のよう
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労働者の方からはそんなに来てないですね。

大手はほとんどクリアしてしまっていますし。

逆に、いままで週3 0時間台だったところが週

4 0時間市!ということで時間を延ばされるとか、

週4 0時間制にするために1日の労働時間が延

ばされるとか、変形労働時間制が導入されると

働き続けられないのだけれどどうしたらいい

だろうというような相談はあります。

監督官 タクシーの運転手から怒りの電話をも

らったととがありますよ。こんなに労働時間を

短くされたら稼ぎにならないじゃないかつて。

とくに田舎の方などでは、需要が減ってタク

シーなどもだ、ぶっき気味になってきていて、使

用者側が、労働時間短縮に便乗して就労時間を

短くしてコストダウンを図ろうとしたりする

んですね。連合なども問題にし、一部報道もさ

れた例の賃金ダウン容認の労働省通達が出て

からは、賃金すらもカットしようという動きが

出てきたりして。労働省はいったい何を考えて

いるんだというのです。

自治体 労働者からは、賃金が切り下げられてし

まうということと 1日の労働時間が延びると

いうことについての問い合わせというよりも

苦情ーどうしたらいいんだ。就業規則の一方的

不利益変更にならないのかという話ですよね。

古谷 労働者からは賃金関係の相談が多い?

自治体 とくにパートなどから、就労時間が減ら

されて時間給計算だからきついというような、

いまのタクシーなどと同様の話ですね。月給制

の正社員については、労働省が賃金ダウン容認

通達を出し直したということもあって、上がる

場合もあるわけですけれど、パートなどの場合

には働く時間が少なくなればそのまま減って

しまうわけですからね。話し合って上げてもら

うしかないと、なかなかいい返事ができないん

ですが。

実効性的ある揺導手誌は

古谷 マスコミ等の報道で r2年間は懇切T寧な

指導に撤する」といったことばかりが強調さ

れ、 2年間は週4C時間労働市l自体が猟予される

と受け止められている向きもあるような懸念

があるのですが。

監督官 それはありますよね。「あと 2年間はい

いんですよねjなどと言われたことも何回かあ

ります。しかし、思ったほどは多くないような

気がします。

井上 おそらく猶予しないといっても、させない

という力は行政にないですよ。

自治体 結局、営業持間を短くするかあるいは人

数を増やすか、どちらかの手当をしないと生産

の維持はできないわけですから。

監督官 あとは画期的な設備投資をするか。

自治体 だからよっぽどペナルティでもやらな

ければ、とても指導だけでは動かないと思いま

す。説明会などにくるようなところは、ほとん

ど問題のない企業。なかなか行政の言うことも

聞かないアウトサイダーをどうしていくのか。

監督官 それは都市部になればなるほどたいへ

んなことなんですね。この 2年間については、

まず集団をとらまえてその集団に入り込んで

一生懸命指導しなさいと。だから、集団に入っ

ていないところはもれてしまう。集団に入り込

んで、その集団についての実態のアンケートを

とりなさい。それでまだ4 0時間になっていな

いところについては、どういうふうにーどれく

らいを目途に4 0待聞にもっていくのかという

簡単な計画を出させなさい。出ていないところ

はチェックし、督促して、それでも来ないとこ

ろについて、今年中か来年度の頭にでも、そう

いうところだけ集めて集団指導をしなさい。そ

れでも出てこないところには、来年度はまだ

「監督jという言葉は出てこないと思いますが、

さらに督促をして、最後にブラックリストみた

いなものをつくってという流れです。

集団に対する指導の際には、できるだけ同業

のアウトサイダーも説明会等に参加させるよ

うに指示されていますが、現実には難しい話で

すし、都市部になればなおさらだと思います。

古谷 ことさら r2年間の指導期間」と声に出し

てそのようなやり方で行う指導のやり方につ

いてはどうなんですか。

監督官 実際はいままでも、 48時間から46時間

になったときも、 4 6時間から4 4時間になった

ときでも、すぐに摘発、罰則を払わせるような

指導のやり方をするかと言えば、そんなことは

やっていないわけです。内部的には、 1年間か2

年間は指導期間ですよという位置づけになっ

ているわけですよ。

それを今回は完援にオモテに出してしまっ

た。僕はたぶんとういうことになるんじゃない

かと思っていましたね。あれだけゴタゴタ使用

者側とやり合っていたから、もしかしたら r2年
間の指導期間」というのをオモテに出すのじゃ

ないかと思っていたら、案の定出してきた。
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現実的に考えて、法律が変わったとたんに刑

事罰として摘発して検察庁に送って罰金をと

れるかと言ったら、それは絶対無理ですよ。

自治体 仮に罰金をとれでも、罰金を払う方を選

ぶ経営者もいるんじゃないですか。法律を何と

かして守ろうという経営者であればいいと思

うのだけど、最近はそういう経営者は少なく

なっているような気がしますね。それよりも競

争、競争ですからね。

井上 地方自治体では、採石業は知事の許可が必

要だとかの関わりのある業種がありますよね。

そういう業種に対して、遡4 0時間は国の方針

なんだからやれというようなことを言っても

らえると強いのですがね。

自治体 私も前から言っているのですが、 ILO

の第94号 「公契約における労働条項に関す

る条約Iなどがありますよね。自治体と取り引

きする業者については平均的な労働条件を備

えていなければいけない、そのような条件を備

えていなければ入札から外すとかいうことで

もやらないと、強力な行政指導ということにな

はならないですね。外すとなればそこでまたい

ろいろと問題は出てくると思うんですが。何ら

かのかたちでサンクションのようなものがな

いと、週 4 0時間労働制も守らせるというのは

難しいと思います。

監督官 許認可の絡んでいるところは、それでも

ペナルティということに対しては敏感な方。建

設業なんかの場合は、労働基準法・労働安全衛

生法に違反して罰金をくらったら経営診査に

かかってくる問題になります。つまり、処罰さ

れると経営診査でランクが下がり、大きな工事

を受注できなくなる。

自治体 横浜市には、不当労働行為か確定すると

工事業者を指名停止にするという条例があり

ます。そういうのがないとなかなか法律を守る

ということにはならないのではないか。

監督官 発注機関との打ち合わせ会議を各監督

署でつくるようにというととになってはいる

んですロうちなどでも何とか毎年1回やってい

ますが、今年の 4月直前の段階の会議では、発

注者側も非常に労働時間のことに意識を持っ

ていまして、事前の準備でも要望が出されて労

働時間のことを説明しました。そして、発注者

側の話では、週4 0時間労働制の実施に合わせ

て発注条件を変える予定だと話していました。

ただし、市町村では都道府県の発注条件がどう

なるのかにらんでいるようでした。

自治体 業種全体をカバーできればいいのです

が、労働条件が劣悪なアウトサイダーがどんど

ん仕事をとってしまうということになれば、守

りたくても守れない。悪貨が良貨を駆逐すると

いう話ですもんね。

井上 ところで、時短促進法の効力はどうです

か。

監督官 時短促進法は、基本的には努力している

ところに金を出しましようという性格の法律

ですから。時短促進法という法律自体で何かが

動くというものではないですね。いままで週40

時間制になる前は、早く 4 0時間にすれば時短

奨励金をもらえるよという使い方はしていま

した。

古谷 ところがこの 4月以降は、週刊時間制が

実施されてしまっているわけですから、週刊

時間を実現するために努力しでも奨励金をも

らえなくなってしまったわけでしょう。いまの

時期になっては、以前よりもさらに機能しなく

なっているのではないですか。

監督官 今年の4月からの新助成金制度では、い

まの時期になってしまってはどうしようもな

いですね。新制度は、 4月 1日時点で週刊侍聞

を達成していて、その 4 0時間を定着させるた

めに4月1日以降に設備投資をしたり人を増や

したりした場合に助成金を出すという制度に

なっていますから。いまの時点でまだ週4 0時

間を超えて働いているところは対象になりょ

うがないわけです。

古谷 実をとれば、それでも週4 0時間制実現の

ために出してもいいじゃないかという気もし

ないでもないのですがねロ

自治体 自治本でも一時同じような制度をやっ

たところもあるのですが、貸し付けでしたか

ら、それよりは労働省の奨励金の方がまだいい

ものになっていますから。労働省のそういう制

度を使いなさいという話はしますが、それで使

用者の方がどうこうということにはなかなか

ならないですね。

労働時間意識は変わったか

古谷 景気が惑いということもあるけれど、一方

で経済部門での規制緩和をばんばんやって競

争を激化させておいて、他方で公正労働基準を

どう守らせるかということでは、うまくいって

いないですね。

自治体 公正労働基準というのは、いま頭にない

ですよね。公正労働基準を無視していけば、ま

た日本の競争力が突出することになって、日本

叩きということではね返ってくることになら

ざるを得ないと思います。

監督官 僕などは個人的には、アウトサイダーを

徹底的に叩いてやりたいし、現場の監督官はそ

れなりにそういうことは思っていると思いま

すね。やはり、真面目にやっているところから

お前ら何で取り締まらないんだと怒られるし、

それをやらなければどうにもならないと思っ

ている。ただし、それだけの力量がこちらにあ

るかというところで袋小路に入ってしまって

いるというところはあるんですね。

義憤に燃えた若い監督官が入ってきても、 2
年、 3年たってくるとやはりどうしようもない

とあきらめて、あとは給料だけもらえばいいや

というふうになっていくケースも非常に多い

んじゃないかな。

古谷 週4 0時間労働制の実施というのは、 10年

前の 1987年の段階からわかっていたのですか

ら、私たち自身も含めて労働者伺lがもう少しや

りょうがなかったかという気がしますね。率直

に言えばやはり後手後手にまわっているん

じゃないか。いずれにしろ、週刊時間労働制の

実現という労基法5 0年の歴史のなかでも重要

な話題が必ずしも今日のメーンテーマになっ

ていないということは、雇用情勢とか経済競争

とかそっちの方に振り回されてしまっている

ということなんでしょうかね。

自治体 まだバブルの時代が続いていれば、週

4 0時間の話も入りやすいのだろうけど。いま

は経済情勢が悪すぎるというか競争の面が強

く出すぎてしまっていますね。

古谷 日本の労働基準法も5 0年たっても景気次

第と。

地方自治体の労働主幹部局の仕事のなかで

も、週4 0時間労働制の実現というのは必ずし

も中心のテーマにはなっていないのですか。

自治体 現場の実態としては、解雇とか賃金不払

いとか個別具体的な相談に追われてしまって

いる感じはありますね。経営者を集めて話をす

るときとか労働講座などのなかで話をすると

かということにはなっていますが、直接事業所

に行って週4 0時間になっているかどうか

チェックして,lr旨導するとか、なかなかそうい

うところまではなっていないですね。言って

も、いろいろと経営の事情を間かされちゃって

ね。なかなか難しいんですよと言われてしまえ

ば、こちらの方も権限もないわけですし、やら

なければだめだとはなかなかね。ただ、こうし

たらどうですか、ああしたらいいですよという

アドバイスをしていくということですね。

古谷 労働時間については週刊時間制の実施と

変形労働時間制の拡大が問題にされますよね。

僕はこの4月1日以降、変形労働時間制の性格

が変わっていると思っているんです。すなわ

ち、これまでは法定労働時間をさらに超えて週

4C時間まで短縮するために、その手段として変

形労働時間制を活用しましょうということ

だ、ったわけでしょう。法定労働時間自体が週4 0

時間制を実現したもとで、変形労働時間制をど

のように位置づけるのか、これもあらかじめ戦

略をたてておくべきだったという意味で、労働

者側が出遅れているんじゃないか。もっぱら規

制緩和ということでの変形労働時間制の拡大

だけが語られているという気がするんですが。
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監督官 監督署サイドの指導じた仕方としては、や

はりいまだに4日時間になっていないところも

多いから、変形労働時間制を使って対応しま

しようということですよね。

井上 労働組合がなかなか労働時間の短縮には

あまり関心がなくて賃金のことばかりに走っ

ていくからどうしても力が弱いですね。申告な

んかも、労働時間よりも賃金不払いとか解雇の

問題の方がほとんどでしょう。賃金さえもらえ

ばいいという感じがあるのか、労働時間に対す

る関心が弱い気がしますね。

監督官 たしかに相談などにくるケースは、労働

時間を短くしてくれというのよりも残業手当

が正確に払われていないなどということの方

が多いですね。

パートで主婦で、それでも残業をさせられて

これでは家庭生活との両立ができないという

ことでの相談はありますが。

自治体 サービス残業などに関する相談はけっ

こうあります。午後8時になると全員タイム

カードを押させられてしまう。働かされすぎて

身体がもたない、にもかかわらずお金は払われ

ていないロ

古谷 週4 0時間制が実施されたのでサービス残

業が増えたなどという話はありますか。

自治体 それはありますよ。電気を消されてしま

うから、結局家に持ち帰って残業せざるを得な

いとか。とりわけ若い人から多いですよね。年

齢がいっていると、サービス残業をしてでも偉

くなりたいなどというのがまだまだ多いです

が。あるいは、あまり文句を言うとはじき出さ

れてしまうから文句が言えないということで

すが。最近会社に入ったような若い人では、自

分の生活を大切にしたいという人がいるから、

そういう人からの相談はあります。

監督官 そうですね。本当に労働時間削減につい

ての相談をしてくる人は若い人に多いですね。

それと、家庭生活を両立しなければまずい人

と。

自治体 そういう意味では、多少意識は変わりつ

つあるのかもしれないのですが、ただ会社に

入ってしまうと、若い人でも会社人間になって

しまう人が圧倒的に多いので、変わったとは

はっきり言えない。

井上 施行から 5 0年を経て前進はしていると思

うんですよ。しかし、政府が期待しているほど

には急速には進んでいないということでしょ

うね。法律よりも実態の方がさらに遅れるので

しょうが、それでも流れは時短という方向にき

ているとは思いますがね。

最終年度の規制揺租誰進計画

古谷 規制緩和推進計画については、 1995年度

から 1 997年度の3年計画ということで1995

年3月に策定されて、毎年3月に改定、再改定が

行われてきているわけですね。労働省関係で

も、当初計画での件が盛り込まれ、 19θ6年の改

定で39件、 1997年の再改定で37件が新規に盛

り込まれ、順次実施されてきているわけです。

実はそのうちの半分くらいは労働安全衛生関

係ですが、外国検査機関のデータの受け入れや

検査・各種届出等の簡素化などでかなり数を

かせいでいるという気がします。

率直に言うと、そういう数合わせ的な内容の

いちいちについて目くじらを立てる気はしな

いんです。そもそもいまの法律による規制を守

るというよりも、もっとi'A本的なところで変え

てほしい、改善させたいということの方が大き

い。数が何件ということではなくて、労働分野

の規制緩和の焦点として議論が必要な問題は

限られていると思うんです。労働省もそこのと

ころを「主な規制緩和事項」としてあげていま

す。すなわち次のような問題ですねロ

① 有料職業紹介事業の取扱職業の拡大(ネガ

ティブリスト化、省令改正済、 1997年4月1日

施行、さらなる拡大を検討中)

② 労働者派遣事業の対象業務の拡大(ネガティ

ブリスト化等、今年末にも見直しの基本的方向

を決定)

③ 女性の時間外・休日労働、深夜業の規制の廃

止(法改正済み、 1995年4月1日施行予定(一部

1995年4月1日施行))

④ 労働契約期間の上限の延長(今年末にも見直

しの方向を決定)

⑤ 裁量労働制の適用範囲の拡大等(同前)

⑥ 1年単位の変形労働時間制の要件の緩和(同

前)

⑦ 外国人技能実習制度の滞在期間の延長

(1997 年4月 1臼より順次実施)

自治体 国際化とか少子化とか労働基準法がで

きて5 0年がたつて社会経済情勢がどんどん変

わっていくなかで、現在の働き方と労働基準法

が合わなくなってきているのではないかとい

うこととオーバーラップして出てきていると

いうところで、こちらの方もどう整理していっ

たらよいかなかなかむずかしい。

裁量労働なども、労働時間だけに絞って考え

るのはいかがなものかという感じがなくはな

い。労働法の規制する労働者の範囲をどこまで

やっていくのか。労働時聞がまったく自由であ

るとすれば、指揮命令関係がそもそもあるのか

という問題になりますしね。場合によっては、

労働基準というよりも契約労働のようなかた

ちで規制していく方がよいということにもな

るかもしれない。いま労働時間の関係だけで裁

量労働を考えているのは基本的におかしいん

じゃないかという気がしているんですね。

井上 いろいろな契約形態の労働者がだんだん

増えてくるんでしょうね。

自治体 在宅勤務とか、従来の内職という範鴎で

はうまくいかないでしょうし。そういう新しい

形態をどうしていくか。今回 (8月6日)の中央

労働基準審議会の「中間的取りまとめ」の中で

もみえてこないですよね。

井上 実態の方がどんどん社会の事情にした

がって進歩していくんでしょうから。まあ法律

か追っかけていくんでしょうが、追っかけてい

くのが正しいのか、ある場合には踏みとと、まっ

た方がよいのかむずかしい問題もありますね。

自治体 どこまで労働基準法で罰則をもって

処罰するというやり方でいくのがいいのか。労

働基準法に入れていくのか、あるいはそこから

外して別の規制を一民事的な規制をかけるの

かとかですね。そういう基本的な議論がされず

に、現状追認というかとにかく合わせなくては

いけないということで動いている感じがする

んですね。

そういうことを避けて、ただ労働契約期間は

5年はいけない、裁量労働はいけないというこ

とだけでは。実際にそういう働き方をしている

人が増えているのは事実だし、そうだからと

いって、なんでもかんでも緩和するなどという

のはとんでもない話ですが。

監督官 裁量労働制というのは、労働基準法上の

条文では本当の意味では労働時間はきちんと

区切られているんですよね。本当は。したがっ

て時間外労働も発生する。 8時間の労働時間の

中の仕事の割り振りを自由に任せるというの

が裁量労働なのですから。ところが、それが野

放しの超過労働につながっていくというのは、

現実には裁量労働が変なかたちで動いている

という気がします。

労臨自治と公正競争の担保

井上 労働組合があって本当に強ければ問題は

ないでしょうがね。

自治体 とりわけ過半数代表者の選任による労

使協定が拡大し、規制が有名無実化している。

中央労働基準審議会の中間的とりまとめでも

制度簡の工夫を含めて有効な方策を検討すべ

きとしていますが。

古谷 これだけ過半数代表者との労使協定締結

による規制緩和が拡大してしまうと、それは大

きなネックですよね。

自治体 労使自治といっても本当に労使対等の

原則の下での自治なのかどうか。

監督官 たとえば女子の時間外労働の規制が撤

廃されて、男にも女にも時間外労働の上限を決
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めた方がいいんじゃないかと。基本的には僕も

賛成なのですが、罰則規制を考えてみれば、 36

協定を結ばなければそもそも労基法32条違反

なんですよね。 3 6協定が結ぼれれば、その協定

内容以上に残業をやっていればやはり 32条違

反になるんですよ。男女共通の上限規制といっ

たときにどうやって罰則を適用させていくか

という議論もしなければならないんじゃない

でしょうか。

これだけ労使自治でやるなら、それを是とす

るならば、先ほども出た公正競争の担保ですよ

ね。自由にやる部分は自由にやってください、

しかし、そこから離れた部分は厳罰に処します

よと。そこのところがきちんと確立しない限

り、規制緩和の拡大という状況は本当はできな

いんじゃないでしょうか。

自治体 大手は除いて、相談に来るようなところ

では、そもそも 36協定をきちんと結んでいる

という実態はないですよね。聞いてみても 36

協定って何ですかというところがほとんどで

すし、経営者に聞けばありますよというけれど

も、だれカ吋吃表になってるかといえば課長あた

りがなっている。どういうふうにやっているの

かと聞けば答えられなくなってしまう。一応労

働省の指導基準はありますが、守られていると

ころはほとんどないですね。

古谷 労働省が8月2 6 日に発表した「労使関係

法研究会報告」ー中間的取りまとめとなってい

ますが、 三れによると、個別労働者に関わる

労使紛争が増加している。景気¢低迷等もあっ

て賃金不払いや解雇などの従来型個別労使紛

争が増大傾向にあるだけでなく、雇用・就業形

態の多様化、個別的・業績主義的人事管理の増

大、女性の職場進出等に伴い新しい型の個別労

使紛争が増加してきでいる。いずれにしろ個別

労使紛争が今後も増加すると予想しています。

自治体 規制緩和が進むと確実に労使トラブル

が増えてくる。しかし、法でそのトラブルを解

決できる敷居というか、それカ1低くなるという

ことなんだろうと思いますね。本当は労働組合

が解決すればいいのだろうけれども、必ずしも

そうならないから、解決しないで泣き寝入りす

る労働者も増えてくる。労働契約期間の上限が

5年ということにでもなれば、女性などはもろ

に←女子若年定年制の復活などとも言われて

いますがー影響を受けるこになるでしょうね。

これまで判例でだめだよとされてきたものが、

法律で許容されるということなんでしょうか

り。

規市緩和といっても何をやってもいいとい

う意味ではないと思うんですよ。やはり、最低

限のルールがあって、そのうえでの競争という

ことでなければ、単なる弱肉強食ということに

なってしまう。

古谷 いずれにしろ、現行の法規制でうまくいか

なくなっていることがあるのは事実。本当に公

正な競争の出発点である守らなければいけな

いルールをもっときちんとしなければいけな

いし、そのことを取り締まるいままでの体制が

なさすぎる。ところが、規制緩和ばかりでそう

いう議論があまりにもやられてなさすぎると

いうことですかね。

監督官 労働分野については本当にそうですね。

自由競争といっても、商取引については、公正

競争の確保に関して公正取引委員会を強化し

ようという話があって、自由競争はさせましょ

う、どうぞやってくださいと。そのかわりルー

ルから外れたら、公正取引委員会なと、できっち

り取り締まりましようと、少なくとも話には出

てますよ。労働分野については、ルールから外

れたらどうするのかという部分の議論が全然

出てこないc

自治体 われわれがやっているのは調整で、監督

権がないから一白黒付けられないし、付けられ

ないからかえっていいというところが強いと

思うんですよ。

井上 そうなんですよ。

自治体 監督署に賃金不払いの相談に行くと、ま

ず内容証明で請求したか聞かれる。請求してい

ないと前に進まない。だけど内容証明を出すこ

とは裁判でやるぞとおどしをかけることです

よ。事業主にもたしかに悪質な奴もいるけど、

労働者の働き方、辞め方にも問題があって頭に

来て支払わないことも多い。事業主の言い分を

よく開き、それなりに話をすれば理舟草してくれ

ることも少なくないんです。要は、労使をケン

カさせるのではなく、労使双方が納得すればい

いわけですから。

監督官みたいに、白黒付けなければならない

というと、調整は難しいですよね。事情に合わ

せて、多少はどうかなと思うところでも、当人

同士が納得すればそれで解決ということにな

るわけです。労使関係というのはそもそも本来

的にはそうなんだろうと思うのです。法律で全

てを縛るということではなくて、当事者がお互

いに納得しながら働くことが大切。ただそれで

も最低レベルのルールはクリアしていなけれ

ばならないわけですが。それをクリアしていれ

ば、たとえばうちの業種は他に比べて不景気だ

からこの辺は妥協せざるを得ないとか、そうい

う部分も含めて調整していくということです。

審議会や研究会の報告に出てくるように、労働

基準監督署に調整をやらせるというのはそも

そも無理なんだろうと思いますよ。

井上 監督署は苦しいんですよ。権限があるか

ら、やはり責任ーがあるし、その分だけ割り切ら

なければいけないところもありますからね。か

えって権限がない方が気楽でしょうね。

監督官 たしかに真面目な人間ほど思い悩むわ

けですよね。たとえば、 20条違反で解雇予告手

当1か月分だといったときに、これは1か月払

わなければ違反なわけですよ。それを、これは

状況もなんだから半分でおさめようなどとい

うようには少なくとも表向きはいかないです

よね。

井上 ノイローゼになりますよね、本当に。

監督官 一方、ずるい方は、それは民事(事件)だ

から裁判所に行ってくれとー

自治体 都会での監督署の対応は、解雇などの場

合には、よくて解雇予告手当を払えと指導し、

悪いやつは というかかなり一般的に、こんな

のは裁判で争わなければだめだと言ってお引

き取りいただくというのが圧倒的に多いです

ね。たしかに忙しくてどうしようもないという

事情は一方であるんでしょうが、少なくとも相

談を受けた以上は、道筋というかーとうなれば

こうなるということを、きちっと祁談者の方に

アドバイスしてほしい。ただあきらめさせるん

じゃなくてね。たとえば、自治体の窓口や労働

組合、弁護団の相談窓口を紹介するとか安全セ

ンターに行ったらどうかとかね。こちらに相談

に来る方はほとんどが、民事は裁判所てい争わな

ければだめだと言われて、それでも納得できな

いからとまわりまわってやってきて、監督署で

はこう言われたというのが多いんですよね。こ

ちらに来ないであきらめている方は本当に多

いんだろうと思いますね。

監督官 忙しいだけじゃなくて、そういうことに

対する教育などのシステムの問題があると思

いますね。上からのフォローがなければ若い監

督官が安易なところに逃げ込むことになって

しまう。

自治体 なかなか受理しない。申告、告発といっ

ても相談にしてしまう。

井上 労働組合の人から、 3か月間電話をかけ続

けてようやく受理したなどという話も聞きま

したね。受理しないことが能力だということに

なってしまっては問題ですよ。監督官がひとり

10 安全センター情報 1997年 11月号 安全センター惜報 1997年 11月号 11



で苦労しているだけでは大変です。

輔報公開の必要性

監督官 キーワードは、さっきから言っている

ルールから外れたものへの対応と情報公開で

しょうね。具体的には、ひとつは労働条件の明

示がいつの段階かということですよ。いま問題

になってるのは、求人情報誌を見てそこに書か

れている条件どおりだと思って行って働いて

みたら、賃金が支払われる段階になってみたら

違っていたとか。それは安定所の求人票につい

てだってあるわけです。それをどう取り扱うか

という問題はもっと詰めなければいけないし。

もし労働条件の明示というのであれば、就業

規則などは全面公開すべきだと思うんです。

古谷 労使自治をやるための基盤をつくらなけ

ればいけないと。

自治体 監督署に就業規則を見せてくれと言っ

たってまず見せてくれない。従業員に対して周

知義務があるわけだから、見せなけれはいけな

いと思うんですがね。

監督官 当面 10人以上でもよいから、求職して

いる相手の会社がどういうふうに労働条件を

決めているのか細かくわからなければどうし

ようもないわけですから。それをいまのように

いい加減なあくまでも募集は募集要件であっ

て、労働条件は契約締結の際に明示するもんだ

というのでは、はっきり言えば誇大広告を認め

ているようなものと言われでも仕方なし迫。会社

の就業規則を全面公開して労働条件のいいと

ころに入れるようにする。そうすれば、労働条

件が向上する方向での自由競争が活発化する

でしょう。

自治体 少なくとも監督署に行けばそこの会社

の就業規則がみれるというようなかたちに

なっていれば、まだ、いいんですが。

とりわけ退職金の部分なんかよくトラブル

になる。退職金だけ別規則になっていて、就業

規則は見せていても退職金のところは見せな

いとかね。中退勤に加入していても書いてな

かったり。けれど中退金だ、って猫パパする経営

者はかなりいるんですよね。こちらに相談に来

て会社と中退金双方とさんざんやりとりして、

ようやく払わせたり。

監督官 中退金のことを監督署に行って相談す

るとどう言うかというと、就業規則に書いてい

ますかと。書いていなければそれは労働条件

じゃない。したがって労働基準法の問題として

取り扱わないと。おかしいんじゃないかと恩う

んですけどね。だって制度があるんだから、就

業規則に書いていないことが労働基準法違反

になると思うんですけれど、違う。話がそれま

すが、ぜひこれは誰か裁判をやってもらいた

い。そうしないと(労働省の)考え方が変わらな

い。団体生命保険だってそうですよ。

自治体 本当は退職金規定がなければ中退金に

は加入できないはずでしょう。

井上 就業規則に書いて出しておかないと税金

の面で困るわけですね。税務署長に出す場合に

損金で認められないことになりますから。

監督官 就業規則の団体保険の退職年金規定な

どの場合、事業主や労働者ではなくて保険屋が

就業規則の変更届を監督署に持って来ますね。

なかにはそもそもの就業規則が出してなくて、

変更届だけ持って来たなんてこともある。

自治体 そういう面のディスクロージャーは絶

対必要ですね。監督署はシステムとして事業所

ごとに整理して公開できるようにするとロそれ

くらいのサービスは最低限してほしいですね。

監督官 検討課題として労働契約法制が言われ

ているのなら、ぜひ就業規則の全面公開はすべ

きですね。

古谷 本来は企業の中で見ることができるべき

だけれど、そうなっていないからね。

監督官 そうだし。先ほど言ったように、これか

ら就職しようという人のためには、事業所にお

ける公開だけでは無理で、監督署なり安定所で

見れなければいかんでしょうね。

自治体 面接の時に細かく聞いたら、こいつはう

るさいやつだと採用してくれないからね。だか

ら、労使対等決定の原則という建前になってい

ますけれ己、それを担保するようなシステムに

なっていない。過半数代表者もそうですし。対

等でないところに自治はありえるはずない。

監督官 そして、募集条件を下回る労働条件は無

効でその場合には募集条件として示された内

容が労働条件となるということを法文上明示

することが必要ですね。

井上 規則にもそう決め、できれば監督と職安の

人事の交流をもっとやればいいかもしれませ

んね。基準的な頭をもった人が安定の方にも座

る、一方で安定の頭をもった人が申告を受理す

るということにすればいくらかうまくいくか

もしれませんね。

罰闘のダブルスタンダード

井上 とにかく労働時間でも賃金でも安全衛生

でも、罰則を設けてやらせるということはなか

なか難しいんですね。労働時間の規制はあって

もそれに違反しているところはたくさんある

のだけれども、っかまえるのも大変だし、まし

て送検までできない。実際に日本で労働基準法

上の罰則があるのは、労働省で決めている秘密

の「司法処理基準」ですよね。あれが罰則のある

規則なんです。あとは全部、条文上罰則が書い

であっても、罰則としての力を発揮していない

ですね。

これは昔から一緒なんです。戦後労働基準法

ができて 1日8時間労働制になったわけです

が、講和条約が結ぼれて占領中にできた法律を

全部もう一度検討して悪ければ改正してもよ

いというととだ、ったんです。それで、基準法の

8時間労働は無理だ、から改正した方がいいん

じゃないかという議論がずいぶん起きて、労働

省も苦慮したわけです。そして審議会をつくっ

てその結論は、いまの日時間労働制は経営者側

も守っていく力がない、労働基準監督機関も守

らせる力がないというわけなんです。それでは

実態に合わせて改正するか。いったん改悪して

しまったらもうなかなか元には帰らない。だか

ら一応このまま8時間労働といっておいて、つ

かまえるのを勘弁するということにしたわけ

です。それで、 10時間までは目をつぶる。大阪の

場合には、夜中の 11持までは深夜業を認める

などとして、泉州基準法とか群馬基準法なんで

いう言葉が生まれたわけです。

それまでは年間の送検数が全国で千件くら

いでしたかね。それが200件に減った。一般の

警察官の送検する基準法の件数の方が4 0 0件

かなんかで多くなってしまった。それで法務省

が、これでは労働基準監督官に司法警察権を預

けている意味がないと取り上げようとして、労

働省も大変びっくりしてしまっていくらか上

がってきたという経過があるんです。そういう

基本的な状況はいまでも変わっていないとい

うことなんですね。

艶督官 少なくとも罰則という意味ではそうで

すね。

労働時間関係の「司法処理基準」は、年少者の

深夜業の規制と時間外・休日労働ですね。女子

については、平成 11年で規制がなくなること

が決まったために、今年度廃止されました。一

般の労働時間関係は出てこない。

ただし、司法処理基準に該当しない事案で

あっても司法処分すべきものとして、労働時間

に関連した事故があった場合とか社会的に注

目されている場合が出てきますね。また、監督

署も捜査機関ですから、刑事訴訟法に基づいて

告訴・告発された場合には、当然、司法処理を行

うことになりますが。

井上 今度の週刊時間労働市jの実施に当たって

出された指示はずいぶん面倒くさいですね。

監督宮 今度のやつでいえば、少なくともいまま

で週4 4時間であったものが4 0時間を達成し

ていない場合には完全にお巨こぼしの状況で

す。以前もいまも 44 時間を超えて違反してい

る場合には従来と同じ方法を取りましょう。す

なわち是正勧告です。 4月 1日以前は法違反を
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していない場合には、指導だけにしておきま

しようというやり方です。
井上 非常に面倒くさいで材ユ。基準法のほかに

もうひとつ規則を覚えなければいけないとい

うことですよね。
監督官 この間の労働時間の関係では通達を覚

え込むというのは大変です。
井上 すぐにわからない場合もあるんじゃない

ですか。
監督宮 ありますね。指示のどれにも該当しない

場合というのもありますからね。 4 0時間も達
成しているのだけれども3 6協定を出していな
いという場合に、 3 2条違反を是正勧告するか

どうかなどということは何も書いていない。

井上 局単位でのアンバランスが起こるかもし

れませんねロ
監督官 あるんじゃないですか。そのへんは今年

あたりの労働本省の中央監察のチェックポイ

ン卜でもありましたね。
井上 それでは公正競争ができないですもん才L
司法処理基準の場合も、一番最初は、送検する

場合には基準局に伺えということだったので

すが、それではいかんということになって基準

局ごとにつくって、そのあとブロック会議で調
整したわけです。ある時期から逆転して、送検

しない場合には伺えというふうになって、それ

がいまもきている。
監督宮 アンバランスがあったのを統一基準を

つくって、いったん盛り上がったものの、また

送検件数はぐーっと下がってきているんです

ね。それで労働省も危機感をもったのか、ここ
5～6年は労働安全衛生法についての事前送検

災害が起こる前であっても法違反を繰り返
している場合には送検しなさいというような

ことがだいぶ言われていますねロ
井上 実行の状況はどうなんですか。
監督官 あまり積極的に実行されてはいないで

すね。現場の人間にはやはり面倒くさいという

意識が強く働きますから。

また、ある金属加工が盛んな地域の監督署
で、安全装置の不備でかなり積極的に送検をし

たのですが、何年か経つと事業主側がどうぞ送

検してくださいといった具合になってしまっ

た。理由は、罰金の方が安全装置をつけるより

も安上がりだからということです。

これは極端な例でしょうが、積極的に司法処
分しても、柏手や地域にインパクトがなければ

意味がないでしょう。このへんは検察u'tも非常

に意識しています。僕も事前送検(災害が発生

しなくても法違反を繰り返した場合に送検す

ること)したことがありますが、検察官に、死亡

事故も起こしていないのに、どんな重要な意味

があるのかと問い詰められたことがあります。
賃金不払事件の場合、現在の刑罰法規の概念

に「民事不履行不介入の原則」という考え方が

あり、つまりお金を払うと言って約束しても、
その本人が最善の努力をしてお金が用意でき

ず、結果、約束が果たせなかった場合には、刑事

的な罰則は課されないという考え方なのです

が、賃金未払いを起こした事業主に対しても、検

察官はこの考え方を厳格に適用して考えます。
したがって、倒産による賃金未払いの場合には、

送検しても起訴されるケースはまれです。
こっちの方が非常に限定的にものの考え方

をするのは、最終的にそこに流れちゃうんです

よね。
自治体 労働委員会が裁判所を意識しながら判

断するようになりがちだというのと同じよう

なことがあるでしょうね。
監督官 逆に言えば、監督官がそれを隠れ蓑にす

る場合もあるし。どうせ送検にしても検察庁で

だめになってしまうからと。

規制のあり方の抜本的議論を

古谷 実効確保のためには罰則jを付けるべきだ

という議論と、一方で実際には司法処理基準
第 2労働基準法という実態があって罰則が付

いただけでは何も変わらない。変形労働時間制

の摘発などというのは大変難しいよね。

監督官 裏付け捜査が非常にむずかしい。 1か月

単位の変形市jならまだしも 1年単位の変形な
どの場合であれば、過去の資料も全てそろえな

くてはならないしえらいことですね。
最終的には労働本省が、検察庁とも詰めてな

んでしょうけれど、そこのところをどう判断す

るのかですよね。司法処理基準なり一定の基準

のなかに乗っけてやるよということになって

くればやるし、やらなければ全国的にはやるこ

とにはならない。井上先生言われたようにまさ

しくダブルスタンダードですよ。
古谷 そういうことは寸史的にはわからないで

すからね。

井上 司法処理基準についてもずいぶん議論し
たわけですよ。労働省でも、これは公表した方

がよいという意見がずいぶん強かった。どうせ
ここまで違反しなければ捕まえないのだから、

ここまではきちんと守ってもらった方がいい
のだから、公表した方がよいという意見です

ね。役人は秘密主義ですから、結局は秘密にす

るという意見が勝って部内秘になっているわ

けですね。
監督官 ただだれが考えても何か基準があるだ

ろうとは思うでしょうね。それは検察庁の中
だ、って、送致するかしないかの基準はあるで

しょうからね。

井上 過去には司法処理基準を業界誌に売りに
いった監督官もいるのですから。他の業界誌

も、うちにも売りに来ましたと言っていまし
た。その業界誌では基準を印刷してそれを売る

んではなくて拡販用に使い、それが労働省にば
れて大事になった。他でも社労土がコピーを

配って労働基準局に出入り禁止になったなど

という話もあります。

古谷 ダブルスタンダードを解消して法文どお

りに罰則適用という議論はこれまでなかった

んですかね。
井上 ないて、すね。それはやはり主体的能力がな

いから無理ですよ。
監督官 基準があることが問題ではないと思う

んです。本当に法律に生命を吹き込むためには

どうしたらよいか、そのためのスタンダードを

つくれるかどうかだと思うんです。

現場の人間として思うのは、僕は規制緩和が

時の流れだと言うなら、そういうこともあるか
もしれない。でもそうでない部分について、徹

底的にこれは守らない人聞を、そこからすら外

れるものを徹底的にやらなければ意味がない

ですよ。真面目にやるところがパカをみるだけ
ならだれも守らないですよ。それを本当にやれ
るかゃれないかだと思います。

自治体 真面目な良'L '岨甘な経営者がパカをみる
ような法律であってはいけないですよね。

古谷 完全に罰則も実効性をもたせてやるべき

コアの最低基準の部分と労使自治にまかすと

いうか広い網をかけるべき部分と2種類あっ

た方がいいということになるのかな。

監督官 監督署にもっといまの警察署と同じよ

うな人員配置がやれるなら全ての条文に罰則

があってそれを徹底的にやるということはで

きるだろうけれども、たぶん現実性はない。と

いうことであれば、仕方がない、ダブルスタン
ダードは出てくるのだと思うけれど。これは、

労働組合、働く者がそこまではおかしいと考え

るところと行政がどこまで一致できるかとい

うこと。一致させなければだめでしょうし。現
場の人間だってやってられないですよ。そし

て、そういうものをつくるのなら、常に見直し
をしなければなりませんね。

井上 脱税だったら、 1億円以上だったですか、

起訴するのは。そういうのはあるんでしょう

ね。それに、労働基準を基準局だけにまかせて

やれと言っても、これは無理ですね。たとえば

飲食応が基準法違反をしておったら、保健所が
許可を取り消すとか、いろいろな側面の攻撃が

ないとなかなか難しいですよねロ

古省 十分煮詰めきれ7よかったのですが、一方で

規制緩和の大合唱と他方でとにかく緩和反対
だけではすまない。これからの規制のあり方に

ついての抜本的議論がなされなければならな
いということは確かだと思うんですね。
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外国人労働者と労働基準

自治体 付け加えておきたいのは、外国人労働者

との関わりでは、強制労働の禁止も過去の問題

ではなく、あらためて重要になってるんですよ

ね。新しい移住労働者が日本にどんどん入って

きているという状況のなかで、昭和の初期とか

大正時代とは違ってきているのだろうけれど

も、新しい奴隷労働というかそのような形態の

労働は増えてきている。パスポートを取り上げ

て逃げられないようにするとかね。入管とか

J I S C O =国際協力研修機構なんていうのは、パ

スポート取り上げを、事実上奨励していると

いってよい。そんなことはとんでもないわけで

すが、それで研修生も逃げられないようにして

いるという実態があります。

監督官 そう言えIt、今回外国人技能実習の滞在

期間が2年から 3年にのびるわけですが、あれ

は労働契約期間の違反にならないんでしょう

かね。

自治体 それから転識を認めないとかいろいろ

な問題があるわけで、労働基準法との関係でど

うなるのかもう少しきちんとしてほしい。国際

化といっているのは、ただ外に出ていくのでは

なく、密入国者も含めてどんどん入ってきてい

るわけで。そういう人たちが不安定雇用労働者

の沈め石みたいなかたちで使われているのが

実態なんですから。不法入国・不法就労だと脅

かして処罰するぞというだけではなくて、そう

いうところで｛動かさミるを得ない、あるいは雇わ

ざるを得ない企業があるのもまた一方の事実

です。法律の最低基準を守らせるということは

やってほしいですね。

井上 おそらく強制労働の禁止とか前借金の棺

殺、強制貯蓄といった問題はまだあるでしょう

ね。

監督官 それはきちんとやればすべて司法処理

基準に該当とするわけです。今回の職安法改正

などのなかできちんと議論されていないなと

思うのは、本来は労働関係のなかに第三者が

入って利益を得るということは労働基準法上

禁止されている。がゆえに公共職業安定所があ

るわけですよ。それがどんど λ変になってき

て、派遣法ができたときに変な通達でいわゆる

派遣契約は第三者が介入するのではなくてそ

れが一体となった労働契約であるから中間搾

取には当たらないという通達を出してしまっ

た。それならそれで、どこが中間搾取でどこが

強制労働なんだという謡曲をもっとやらなけ

ればまずいと思うんですよね。

自治体 現状がどんどん進んでそれを法律が追

認しているというのが実態ですから、労働基準

法が5 0年も長生きすること自体異常なんで

しょうけれど。憲法と同じでだんだん法律の変

遷というか中味は変わってきている、運用とか

適用の面で変わってきているということなん

で。やはり実態に合わせて法律を変える必要も

あるだろうし、適用範囲を広げるとかねロ

自治体 外国人の問題は今後ますます深刻にな

るでしょうから。またぞろ経営者団体も受け入

れる必要があるじゃないかと言い出してます

よね。少子化の問題もあるでしょうし、やはり

研修生だけではなかなかうまくいかないとい

うことなんでしょうね。いくら研修生の受け入

れ要件等を拡大しても、法律上甑飯がでてくる

ことは明らかなわけだから。労働基準法との関

係では最低辺のところをどうしていくのか。い

まは何もしていないわけですから。実際いるん

だけれどもいないものとして扱う、そしてみつ

ければ送り返す。あるいは問題を起こさなけれ

ば黙認するけれど、労基法違反は野放しにして

いる状態。

井上 外国人関係などそういういろいろな問題

を扱うようになると、いままでの定期監督方式

をだんだ人変えていかなければならないかも

しれませんね。ある場合にはいまの警察官、刑

事的な手法も取り入れていかなければいけな

いでしょうね。

監督官 去年だったか、たしか日系人を派遣して

いる事業所について、警察と監督署と合同で強

制労働と中間搾取で摘発した事案がありまし

たね。

自治体 まず外国人が入管と監督署は怖いと

思っているわけです。実際に法律違反があって

も棺談に行けないわけですよ。監督署には最低

基準を遵守させるという使命があるわけです

から、入管法は別として労基法違反があれば是

正させる、通報はしないという原則を確立すべ

きです。

中央省庁再編と労輸省

古谷 さて、行政改革会議の議論がタイムスケ

ジュールにしたがって進行し、来年の通常国会

には省庁再編案が提案されるだろうと。そうす

ると来年度には、労働省という省がなくなって

しまっているかもしれないという情勢にある

わけですが。

自治体 ある法律学者と話していたら、厚生省は

やはり予算規模も大きいし利権が渦巻いてい

て、学者を大切にしていない。審議会などでも、

すべて事務方ですでに決まっていて OKを出

すだけの添え物だと。それに比べれば、労働省

の方が学者の意見も聞いてやっていこうとい

うスタンスはあると。そんな厚生省と一緒に

なったらやばいんじゃないかと言っていまし

たね。労働省の場合はまだ、労使、専門家いろい

ろなところの意見を聞きながらやっていこう

というスタンスがあるようなんですが、厚生省

だと業界の方一辺倒の実態だと。

井上 そうですね。公労使¢仕組みが崩れるとい

うことになれば大きなことですね。

監督官 労働省のどこの審議会でも必ず、曲がり

なりにも利益対立するところもきちんと入っ

てというかたちにはなっているわけですね。

古谷 厚生省の場合、医師団体があり、製薬メー

カーがあり医療機器メーカーがあり、様々な分

野の業者が新たな市場をめざして押し寄せて

いるという実情ですからね。

監督官 とくに薬事行政などを考えればまった

く性質が違いますよね。業界とやるところはむ

しろ通産省とー絡になった方が合っている。

古谷 やはり、いまあるがままの労働省を守ると

いうよりも、そういう公労使というシステムを

実効上がるかたちできちんとやってほしいし、

行政改革会議に労働省が提出した文書をみる

といいことも言っている。労災保険と基準・労

働安全衛生は緊密・有機的な連携のもとに行わ

れないと、労災防止、適切・迅速な災害補償の実

施に支障が生じるなど。これなど、労災職業病

統計ひとつとっても監督と補償の2本立てで

お互いに関知せず有機的に連携されていない

現状をあらためて、額面どおりにぜひ実行して

もらいたいもの。

井上 そういう意味では、業界というものをもっ

ていないというところはいしミ点でしょうね。

日本の人口の中ではともかく労働者が一番多

いわけですから、 5,300万人ですか。その行政を

どこかと一緒にするというのはどだいおかし

いととだと思いますよ。

監督官 働く人も含めた権利・福祉のことを考

えましようということで、労働者以外の分も

入ってくるというのならまだしも。まったく性

質を異にする業界と結びついているような部

分と一緒くたにされたのでは、性格が違うん

じゃないかと思います。

古谷 厚生省との関係で言うと、いま労災保険が

なかなか認めないから、本来労災保険でみるべ

きものを健康保険の方でかぶってしまってい

る部分が多いのは事実でしょうね。

井上 6万件、 20億円と、厚生省社会保険庁の課

長が国会で答弁していますね。実際はもっとで

しょうね。

古谷 現場では深刻ですか。

監督官 それは話題にはなりますよ。自分の職場

を守るという意味で独立していた方がいいと

いうのは当たり前ですが、あまり理論的ではな

いですね。

古谷 労働省関係の地方制裁に関しては、労働省
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自身が職安と基準を一緒にして地方労働局を

つくると言い出していますね。ただし、人員配

置はいじくらないと。

井上 都道府県労働基準局には監察官だけおれ

ばいいんで、その分もっと現場の監督署に人を

まわすべきだというのが私の持論ですね。現場

の人を増やせという話であって、人員を削減し

ろということではありませんが。

自治体 相談とか個別労使紛争との関係で言う

と、労働省が自分たちの権益を守るとか、天下

り先を増やすとかいうことはやめて、基準行政

についてきちんとやってもらいたい。実際無理

なんだろうと思うんですよ、相談まてザ含めて現

在の監替署がやっていくのは。地方自治体の労

働部局の活用などということは、国・労働省は

まったく考えていないですね。労働省にアドバ

イスする学者が、労働基準監督署の実態を全く

知らないというところが大きいんだろうし、労

働省にもそういう志向があるんでしょうね。

古谷 労働省が相談機能をなどというときには

O Bを相談員で使えるとか思っているんでしょ

うね。

自治体 そういうふうにしか思えない。そして、

現実にやっている相談の実態からいくと。一方

で、今後個別労使紛争が増加すると言っている

のだから、もっとどうしたらいいのかというこ

とを、労働省としてもっと真剣に考えてもらい

たいという気がしますね。

井上 以前、昭和斗2、3年頃にに機構を変えよう

としたときに、こういう考え方だったんです

ね。全国の都道府県庁で労働部という専門の部

局があるのは、当時8つくらいしかなかった。

その中で(労働省から)労働部長の天下り権、人

事権をもっていたのは新潟県と福岡県だった

んですよ。これは歴代。他の各省、とくに同じ内

務省から別れた警察庁だとか自治省だとかは

全部9 0 %以上天下っているわけです。警察は

1 0 0 %ですね。だから労働省も何とかやりたい

と思っておったんでしょうね。それで、都道府

県労働基準局を廃止して県庁の中に入り、それ

で全国に労働部をつくれということだ、ったん

ですよ。労働部長は監督宮を指揮するから労働

基準監督官でなければいけないと。もしそれが

通ったら 1 0 0 % 、労働部長の任命は労働省が握

るはずだったんですね。だから、自治省も反対。

一番反対したのは労働省の監督課の補佐連中

です。彼らはもし通ったらスト権はないけどス

トライキをやると。なぜかと言うと、部長には

キャリア 上級申(現在の 1級)試験に合格し

たものしかいけないから反対したんですね。

監督官 直轄という意識は最近はよくわからな

いけど、権力という雰囲気はありますよね。と

くに上の方になればなるほど。だから、事業主

は呼びつけろと。若い世代になってくるとだい

ぶ柔らかい文書を書きますが。良し悪しはある

と思いますが。

井よ 各省庁に分かれてしまっている性格の同

じ機能を統合するというのであれば、次のよう

な行政機能をむしろ労働省に統合したらどう

かと思うのですがいかがでしょうか。

労働条件監督の一本化という意味では、通産

省の鉱山保安、運輸省の船員労働、非現業の地

方公務員や国家公務員の労働条件監督行政を

労働省に一本化すること。

災害補償についても、地方公務員(地方公務

員災害補償基金)や国家公務員(各省庁)、船員

(厚生省)についても労働省に一本化すること。

労政の強化という面では、警察官の巡査部長

以下や防衛庁の非制服組に団結権等を付与し、

公務員のスト権も認めて、労働省の所轄とす

る。また、中小企業労働者や女性労働者対策は、

労働省のもとで取り組みを強化することも考

えられると思うのです。

古谷 今日は準備不足と進行の不手際もあって

不完全燃焼のところが多いかと思いますが、時

間もずいぶんたってしまったのでこれで終ら

せていただきます。年末から年明けにかけて事

態が急テンポに進展していくスケジュールに

なっていますので、私たちなりに現場の実態を

踏まえて今後の労働行政のあり方に関して提

起していけたらと思います。どうもあ 阿甘百
りがとうございました。 魁よ...

平域8年はおいτ労鞠基準監督署で
取り擁った串告事時的轍

平成9年9月3 0日労働省(労働基準局監督課)発表

労働省労働基準局では、今般、 ～IJ添のとおり平成8年

に全国の労働基準監督署において取り扱った申告事件
の概要を取りまとめた。
申告事件とは、労働基準法第 1日4条等に基づき労働者

が労働基準監督署に対し事業場における労働基準民嚇
法令の違反の実態を訴え、権利救済を求めるものである。
これら申告事件については、労働基準監督署において、
その事実関係を調査した上で、法令違反が認められる場
合には、使用者を指導し、その違反の改善を求めている。

この申告事ドの概要では、申告事件の統計的な現状の
ほか、最低労働条件さえ守られていない中で働く労働
者が少なからず存在する実情がより具体的に理解され
るよう、 2日の事例(注省略)を掲載している。
労働基樹子政としては、社会経済情勢等の変化や労働

者の4訴JI意識¢変化等に伴い、今後とも増加することが
懸念される申告事件に適切に対応するため、労働基準法
等の関係法令の周知を欄底するとともに、個々の申告・
相談については、引き続き懇切丁寧に対応し、その迅速
な解決に努めることとしていく。

さらに、重大悪質な法違反を犯す使用者については、
司法事件として検察庁への送検処分を行うなど厳しく
対処していく。

なお、近時著しく増加している労働基準関係法令以外
の労働契約に係る民事上の多様な相談に対しても、申告
事件の取扱いとは別に、労働基準行政として対応するた
め労働条件相談員の配置など体制の整備に努めていく
こととしている。
(別添)

I 労働基準監督署の業務と申告制度の概要

我が国では、約430万の事業場で約5,日: J O万人の労働
者が働いており、これら労働者が安心して働ける職場環
境を実現するため、労働者では、全国に47の都道府県労
働基準局とその下に第一線機関として3 4 3の労働基準

監督署を設置している。

労働基準髄督署では、労働基準法等関係法令等の周知
徹底を図り、労働者の労働条件や安全衛生の確保改善に
努めるとともに、労働災害を被った者に対してはその補
償を行うなど様々な業務を行っている固これら業務の中
でも、労働基準法等関係法令等の内容を周知するととも
に、その履行を確保していくことが労働基準監督署の基
本的な業務であり、これを実現するための行政手法とし
て、具体的には、宰淳業場に対する臨検監督指導(立入調
査)、②労働災害が発生した場合の原因の調査究明と再

発防止対策の指導、笹重大な法違反事案での送検処分、
④使用者等を集めての説明会の開催等のほか、⑤申告・
相談等に対する対応等を行っている。
事業場に対する臨検監督指導は、法律で与えられた事

業場に対する立入権限や帳簿書類等の調査権限を基に
法律の遵守徹底を図ることを目的に行われ、平成 8年に
おいては労働条件に改善を要すると考えられる業種や、
危険有害な作業が存在する業種等を対象に計箇的に行
う臨検監雷指導を約15万1千件行い、さらに重大な労働
災害が発生した場合に、そ正発生の原因の調査究明と再
発防止対策の指導のために行う臨検監督指導を約  1万
4千件実施しているロこれらのうち約8万9千件について
法令違反を認め、これを改善するように指導している。こ
のうち約1万件については、高所作業を行う場合に墜落
防止のための措置カ草葺じられていないなど特に危険な状
況が認められるも¢等であったため、作業の停止や立入
禁止、危1険な機械の使用を停止する等を命ずる行政処分
を行い、労働災害の未然の防止を図っている。また、これ
ら行政処分を行った事業場等について、改善の状況を確
認するための臨検監督指導を約 1万件実施している。

さらに労働基葺軒士、労働安全衛生法等は刑罰法規であ
り、違反したものについては罰則の適用があるため、違
反を改善するように指導してもこれを改善しない場合
あるいは重大・悪質な法違反を行ったものについては、
これを司法事件として捜査し、平成 8年には約 1千4百
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件を検察庁へ送検している。
このほか、改正法の内容の周知や労働条件、安全衛生

の改善を広く指導するため、個別の事業場への対応とは

別に、多数の事業場を集めて行う説明会など集団的な指
導を約5万2千四実施しているところである。

これらの業務に加え、労働者自らが権利の救済を求め

てくることが多くあり、全国の労働基準監督署の相談窓
口には、労働者から日々多数の相談が寄せられている。

(大都市部の9局のなかの 14署に寄せられた1か月間の

相談受付件数を調査したところ、その合計は約1万件で
あり、 1署平均約7百件であった。)それらは、例えば、職

場での人間関係に起因するトラブルJLや両み事といつた

ものから
ブル、さら引に二コ』は立持車給古料が支払われないといつた労働基準法

等に違反するものまで、およそ労働関係から生じる多種

多様な事柄に及んでいる。

これらの相談は、いずれも相談者にとっては組めて深

刻かっ切実なものである。
このため、担当者はすべての事案について内容を詳細

に聴きとるとともに、問瞳解決のための適切な助言に努

めているところであるが、これらの相談の中には労働基
準法等の法令に違反していると推測される事案が多く
存在する(年間約2万1千件)ため、労働基準監督署では、

労働者の労働条件を確保し、権利の救済を図り、社会の

公正を実現するために、これらの事案を申告事件として
受理してその事実関係を諦査しており、その結果、法令

違反か認められる場合には、使用者を指導し、その違反
の改善を図らせるように努めている。なお、労働基準法

等の法令には違反していないが、民事上の問題や他の法
窪上に問題があると推測される事案については、民事法

律相談などを実施している他の行政機関の窓口を紹介

するなどしている。
労働基準監督署において取り扱っている申告事案の

内容は、労働者が例えば給料をもらえないとか、突然予
告なく解雇された的去定の手当由ま支払われないとか、最

低漬金未満の賃金しかもらえないというような、金銭の

支払を求めているものが大多数である。これらの金銭は、

通常の場合労働者が生活する上での唯一の収入であり、

生活の糧であって、これが支払われないことは、直ちに
労働者自身及びその扶養を受けている家族子供達の生

活を破壊することに直結している。したがって、生活に

困っている申告人に賃金が速やかに支払われるという
救済が最も望まれている解決方法であることから、これ

らに対して、労働基準監督署では、警察強関のように刑

事事件として問題を取扱い法律違反を処罰するという

ことではなく、また裁判所における民事事件のように費
用と時簡をかけて両当事者の主張を吟味しながら問題

を解決していくということでもなく、労働基準法に定め

られたことを遵守するよう行政指導を行うことによっ

て、申告人が望んでいる現実の救済が速やかに行われる
ように努めているものである。

このことは、労働基準法第104条等の法令においても、

労働者は、事業場において労働基準法等に違反がある場

合には、その事実を労働基準監督署へ申告し違反の改善

を求めることができると規定されており、制劇的にも明
確に保障されている。この制度はー骨量的に費用と開聞が

かかる裁判所の民事取り立て手続や、刑庫事件のみを取

り扱う警察機関とは違い、賃金のみによって生活してい
る労働者という立場にとって特別の救斉機能を持つ制

度であり、労働基準監督署はこの制度の趣旨を踏まえ、

労働者の期待に応えるべく努めているところである。
申告事件は、賃金不払関係や帯露関係の事案を中心に

最近は増加傾向で推移しており、平成8年は過去10年

間で最も多くなっている。
労働基準法が施行されてから、 50年が過ぎようとし

ている現在においてもなお、最低労働条件を定めた法律

さえ守られていない環境の中で働く労働者が少なから
ず存在する実情や、最近の申告事件の増加傾向に鑑み、
全国の労働基準監督署が平成8年において取り扱った

申告事件の状況を次のとおり取りまとめ、今後の参考に
しようとするものである。

H 統計から見た申告事件の概要

申告事件の取扱い件数 
全国で約2万5千件一

平成8年に新たに受理した申告件数は、 21,494件。こ

れに、前年から引き続き取扱いを継続したもの4,043件
を加えた、合計25,537件について解決に努めた。

2 新規受理の状況
-6年続けて増加

申告事件の新規受理件数は、過去10年間の推移を見

ると、

昭和 62年 20,117件

昭和63年 16,972件
平成元年 13,589牛

平成2年 12,637件

平成3年 13,013件
平成4年 16.267件
平成5年 20,1 62件

平成6年 2江390件

平成7年 20,848件
平成B年 21,494牛'1

と推移しており、景気の動向に左右される傾府があり、
いわゆるパフ叩ル景気中は減少したが、パブ凡景気の破綻

後は、 6年間連続して増加しており、平成8年は過去 10

年間において最も多くなった。

3 申告の内容

ー賃金の不払が約7 5 %ー

申告の内容を法律の主要事項別に見ると、平成8年は
賃金の不払関係が16,08 7件あり、新規に受理した事案

の 74.8%に及んでいる。

解雇の手続関係については、平成8年は5,434件と全 

体の25.3% を占めている。この他では、平成8年は労働

時間関係が1,。 3 7件 (4.8如、安室衛生関係的47件( 1 . 6 

%)、最低賃金関係が 293件( 1 . 4 % )などとなっている。 
( 度に複数¢事項を申告することもあるので主要事項

別の件数は重複して計上されたものである。)

4 申告の対象となった事業場の業種

一建設業、筒業、製造業で半数以上

平成8年に処理した25,537件の申告の対象となった

事業場の業種は、建設業カち, 193件( 20. 3 % )と最も多く、

次に商業の4,9 8 6 件(19.5%)、製造業の4,4 4 7 件( 17.4
%)、接客娯楽業の3,8乃件(15 . 2 % ) 、運輸交通業の2可090

件 (8.2%)の順となっており、これら5業種で全体の80.6

%を占めている。
上記以外の業種では、近年の成長産業であるソフト

ウェア業を含む教育研究業が586件 (2.3%)、労働者派

遣業が378件( 1 . 5 % ) となっている。これら正2業種につ 
いてみると、いわゆるパブ｝v景気の影響を大きく受けて

いない昭和62年は、教育事院業が40 9件( l . 7 % ) 、労働者 
派遣業が70件(0.3%)となっていたが、いわゆるバブル

景気崩壊後に申告件数が急増し、平成5年には、教育研

究業は約2倍の 854件、労働者派遣事業は約7倍の472件
と最高となったD その後、景気が回復基調にあると言わ

れているが、依然としてこれらの業種についての申告件

数は、大きく減少することなく推移している。

5 申告についての指導・監督結果

監督した約7割に違反ー

平成8年に取り扱った25,537件のうち、臨検監督や

使用者に出頭を求めた上での指導などにより解決する

などして完結したものは、 21,104件であり、 8年中に事

業が完結せず、翌年に繰り越したものが4,433件であっ
た。平成8年に労働基準監督官が事業場に赴き関係書類
を調査し、使用者等調係者に直接会って事情を聞く等の

監督を実施したものは1 6 ,1 5 1 件(新規に受理した

21,494件の75.1% に相当)であり、その結果労働基準法

等の法令違反を確認して改善指導等を行ったものが、

11,229 件、違反率は6 9 5 %となっている。

この違反率は、昭和 62年73.7%、昭和63年71. 0%、平 

成元年6 9 . 3 % 、平成2年68.6児であり、平成3年以鮮は、

毎年7割前後で推移しており、平成3年 69.8%、平成4年
70 .4%、 5年7日2%、平成6年 70.6%、平成7年 69.8%と、

近年ほとんど変化がない。

6 賃金の不払関係の事案の動向

1年間で労働者4 7 ,4 5 6人の賃金約2 0 2億円が不 

払。このうち約8 5 %の労働者の賃金約1 3 2億円 
を当該年度中にま比胃

新規に受理した申告事実の内、賃金の不払関係の事案

の過去10年間の動向は

昭和61年 16,335件
昭和 62年 14,473件

昭和 63年 12,126件
平成元年 9,554件

平成2年 8,683件と、減少を続けたが、

平成3年 8,981件と、増加に転じ、
平成4年 11 ,918件

平成5年 14,401件
平成6年 15,77 0件
平成7年 15 ,461件

平成8年 16,087件

と、 6年連続して件数が増加している。
平成7年度中(この項白は年度減計)に労働基準監督

署が取り扱った事案で法令違反があったものは、件数が

13,283件、対象労働者が4 7 ,456入、不払の金額に総額は、

約 202億3,52 7万円(1件平均約 152万円、労働者1人平

均約43万円)であり最近の傾向としては平成2年を境
にして大幅な増加傾向にある。

これらの事案について、平成7年度中に労働基準監督

署の行政指導により使用者が賃金を支払ったものは、

7,461件であり、対象労働者が 18 ,692人.支払われた金

額の総額は約 48億5,461万円である。

さらに企業『倒産等により「賃金の支払の確保等に関

する法律J(昭和51年5月2 7 日法律第3 4号)に基づく立
替払制度によって未払賃金の一定部分の支払を受けた

ものが1,274件であり、対象労働者は21,5 7 4入、立替払
を受けた金額の合計は約83惇6,137万円(労働福祉事業
団調べ)である。

これにより、件数で8,735件 (65.8%) 、対象労働者数

で4 0 ,2 6 6人(8 4. 8%に金額の総額で約13 2億 598万円

(65 . 3 % )が平成7年度中に救済された。
なお、平成8年に賃金の不払の申告等を契議として、

全国の労働基準監督署が賃金支払の行政指導に従わな
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い等の理由により使用者等を労働基準法違反で送検し

た件数は311件である。

7 解雇の手続関係の事案の動向
パブJ~景気後増加し、高止まり傾向

労働基準法では、労働者を解雇をする場合、原則とし

て、少なくとも 30日前に予告するか、予告に代えて解雇
干告手当として3 0 B分以上の平均賃金を支払うこと等

が定められている。
この解雇の手続関係を内容とする申告事案は、平成B

年では5,4 3 4件となっている。

過去10年間の動向は、図2に示すとおり

昭和61年

昭和 62年
昭和63年

平成元年
平成2年
平成3年

平成4年

平成5年
平成6年

平成7年

平成8年

4,891件

4,4日7件
3,428件
2,821件
2,611件と、減少を続けたが、

2,842件と、増加に転じ、

3,967件
5.5 05件
6,002件

5,371件
5,434件

と高止まり傾向にある。
なお、平成8年に解雇江手続違反の申告等を契機とし

て、全国の労働基準監督署が行政指導に従わない等の理

由により使用者等を労働基準法違反で送検した件数は

10件である。

8 外巨人労働者に係る事案の動向

一申告件数は1,。 0 0件前後で推移ー

全国の労働基準監督署において取り扱った外国人労

働者に係る申告事案の件数は、

平成4年 740件
平成5年 1,009件

平成6年 1,059件
平成7年 991件

平成8年 950件
と、平成5年以降の過去4年間は、約1,000件前後で高止

まりしている。
平成8年の申告の内容を見ると、賃金不払の関係が

700件 (73.7%) 、解雇の手続関係が 197件 (2日7%) と

なっている。

E 具体的事例から見た申告事件

1 概要

平成8年において全国の労働基準監督署で取り扱っ

た申告事件の中から、主だったもの20例を以下に紹介

する。
申告配内容としては、前近代的労働関係の典型的な権

利侵害である強制労働や中間搾取などの事件はほとん

どみられなくなっているが、遵法意識の低い使用者によ
る賃金の不払や時間外労働等に対する割増賃金の不払、

最低賃金に関する違反、年少音に係る深夜労働、事業場

の安全意識が希薄なことによる無資格者による危険作

業の実施など、旧態依然とした事案が絶えない。
そのほか、最近の特徴的傾向としては、いわゆるサー

ビス残業に係る事案、外国人労働者に関する事案、労働

者派遣のような近年の成長産業に係る事案やパートタ

イム労働者に関する事案などが見受けられ、社会経済の

進展に伴い変化してきた就労を取り巻く状況のなかで、

労働基準法等正関係法令による保護の必要な労働者れ

新たな分野でも多くみられるようになってきている。
これらの申告事案古湛きる原因をみると、使用者が時

間外労働に対する割増率や解雇する場合の手続など法

律に定められた最低基準についての正しい知識を持っ
ていなかったもの、使用者は法律を知っているのに、労

働者の不知や労働者が解雇・賃下げなどをされることを

恐れて権利を主張できないという弱い立場にあること
につけ込んで、法定の基準を守らないものなどがある。

これら申告事案について、労働基準蕗督署では、労働

基準監官官が労働基準法等に基づき、事業場等に臨検す
るなどして、帳簿や関係書類の提出を求め、使用者若し

くは労働者に対して質問し、必要な事項の報告を求め、
又は関係者に出頭を求め事情を聞くことなどにより、実

態を調査した上で、法令違反Jが認められたものについて
は行政指導を行い、問題の解決を図っている。

このような申告事案については、労働基準監督官によ

る法令の説明や説得によって比較的容易に解決される

事案もあるが、中には、指導を受けて法定の基準を知る
ことになっても、法律が悪い、金がないなどと聞き直っ

て改めようとしない使用者がおり、乙れらについては、

粘り強い指導が必要となり、解決までにかなり正時間を
要するものがある。また、仕事上のトラブルやケンカな

どを原因として解雇や賃金不払か週こるととも多く、こ

れらは労使が互いに感病的になっていて、時聞をかけた
説得や指導を行うものの解決するのには困難を極め、中

には行政指導に対しても頑なに改善しようとしない使

用者もいる。いずれについても、労働基準監督官が繰り

返し説得と指導を行い、解決に努めている現状にある固

なお、行政指導では角軒先することが困難であり、かつ、

そのまま放置することは社会的に許されないような事

案もあり、それらについては、司法的制裁を科するため

送検処分を行っている。

また、会主主カぎ倒産するなどして労曲者に対する賃金の

対ムか生じていて、一定の要件に合致している場合には、

匿による未払賃金の立替払制度により一定額の救済を
図っている。

2 具体的事例(省略、項目のみ紹介)

(1 )賃金不払いの事案
［企業倒産に伴う大型の賃金不払］

［障害者に対する賃金不払］

［賃金不払を繰り返し、出頭要求にも応じない］
(2)時間外割増賃金の不払事案

［時間外労働に対し割増賃金を全く支払わない］

(3)解雇の手続関係の事案

［不景気を理由に解雇予告手当を支払わず解雇］
［労働者を予告なしに解雇］

(4)最低賃金関係の事案

［零細企業であるとの理由で賃金を最低賃金額未満で
支払］

(5)休日関係の事案

［研修名目で休日労働］

［恒常的な休日労働を行わせている］
(6)サービス残業の事案

［いわゆるサ←ビス残業］

(7)外国人に係る事案
［不法残留外国人への賃金不払］

［外国人労働者に対する時間外手当の不払］
(8)労働者派遣会社に係る事案

［休日、深夜、時間外労働の割増賃金を未払］
(9)パ トタイム労働者に係る事案

［パートタイム労働者の賃金を最低賃金額未満で支
払］

［パートタイム労働者に対し解雇予告手当を支払わ

ない］

(10) 労災補償に係る事案

［業務上の災害により休業している期間中に解雇さ

れた］
(1 1)女性の差別的取扱に関する事案

［女生であることを理由に賃金の差別的取扱］
(12) 年少者に関する事案

［年少者に深夜労働をさせている］

［年少者を危険作業に従事させ、賃金の一部を違法に
控除］

(13) 安全衛生に関する事案
［クレ ンの無資格運転］

N 申告事件に対する今後の対策

労働基準行政としては、社会経済情勢や労働環境配変

化、労働者の勤労意識や権利意識t変化等に伴い、今後

とも増加することが懸念される申告事件に適切に対応
するため、引き続き個別の臨検監督や説明会の開催など

によって労働基準法等労働日基準関係法令の周知を徹底

するとともに、日頃より経済動向等を的確に把握するこ
とに努め、企業倒産等が発生した場合は、賃金不払等の
発生を未然に防止できるよう的確な業務運営に努力し
ていく。

また、個々の申告・相談については、係官の資質の向上

を図ることに努め、引き続き申告・相談に懇切丁寧に対
応し、その迅速な解決に努めることはもとより、重大悪

質な法違反を犯す使用者については、司法事牛として検

察庁への送検処分を行うなど厳しく対処していく。
なお、近時著しく増加している労働基準ヰ関係法令以外

の労働契約に係る民事上の多様な棺談に対しても、申告
事件の取扱いとは別に、労働基準行政として対応するた

め労働条件相談員正配置など体制の整備に努め町T甫
ていくこととしているロ 民ru:.!

信政改革会議に対する
労輸省説鴫資料

平成9年5月7日［その1］ / 5月21日［その2］労働省
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盟労働省説明資料(平成9年5月7日) [その1]

労働行政の沿革とその後の環境変化に照らし、

労働行政と福祉その他の国民生活に係る行政と

正関係及び主磁器のあり方についてどう考えるか。

労働行政の役割

一人一人が、持てる能力を十分に発揮し、労働

を通じて日本社会を支える側にまわるようにす

ること。
一人一人が尊厳を持って働くことができるよ

うにすること。

労働に関するセーフティネットを提供するこ

と。

イ 労働行政は、労働者が仕事に就くための準備をする

段階から、労働市場において就職活動を行い、就職し

て働き、場合によっては転職し、現役のうちに引退後
¢生活設計をし、引退するまで、すなわち、労働者の全

職業生活に関する政策を一体的に展開している。
ロ 産業構造の変化や景気の状況に応じて、雇用対策、

職業能力開発に関する施策を展開し、完全雇用の達

成、鉛済社会が必要とする人材の育成確保、失業者や

転職希望者の就職の促進を図っている。
J¥ また、労働者が尊厳を持って働くことができるよ

う、安定した労使関係を維持していくための枠姐みの
整備・確保、職場における安全衛生や最低労働基準の

確保、差別の解;官など雇用における男女の機会均等の

実現等を図っている。
ニ さらに、失業したり、職場で災害にあった場合に、失
業給付、労災補償給付を支給し、それらの人々が再び

仕事に就くことを支援している。

2 最近の諸情勢と労働行政の課題

我が国社会は、世界的に例のない超高齢担会を迎える
とともに、国際的な大競争時代に直面。とのような情勢
変化を踏まえ労龍t r l 'r政を展開することが必要。

(1)超高齢・少子化社会

超高齢・少子化社会を乗り切っていくために

は、すべての人がその能力を高めつつ、これを最
大限発揮し、労働を通じて社会に貢献すること
が必要。このため、すべての人が働きやすい環境

の整備が重要。その結果、労働によって社会を支

える人が増加し、国民負担の軽減にも寄与n

労働力人口が減少していく社会において、労働力側古

が経済発展のボトルネックになるという懸念がある。こ

のため、高齢者や障害者が生産性の高い仕事に就くこと
ができるような環境っくり、家族的責任を有する労働者

が子育てや家族の介護をしながら働けるようにするた

めの両立支援の充実、中途採用でも不利に取り扱わない

雇用慣行が広がりつつある中で子育てを終わった女性
が再び仕事に戻る際の条件の整備を図るなど、高齢者、

女性や障害者を含め、すべての人がその能力を向上し、
働きやすい環境を整備する。これは、経済社会の発展を

支える人材の確保という面でも重要。

(2)大競争時代

大競争時代に対応していくためには、我が国
ι経済社会が必要とする人材が確保されること

が必要。このため、人材の育成及び円滑な就職が

できるような労働市場政策が重要。この際、民営

職業紹介事業などの規制緩和も推進。

イ 大競争J時代にあって、産業構造、職業構造の大規模
な転換が生じるがy我が国経済社会カ湾競変化に対応

できず、経済社会の活力が失われれば、「大失業1時代J

となる恐れ。
①産業構造の転換や職業生涯の長期化の下で、それま
て鳴hいていた産業、職業で働き続けることが困難な労

働者が増えるが、産業間の労働移動が適切に行われ

ず、離職者が円滑に新しい仕事に就くことができなけ
れば、失業期間の長期化、それに伴う就業意欲の減退

が生じる。
②我が国経済社会の活力の素となる新しい産業は、そ

れを支える有能な人材を求めている。新規産業に必要

な人材の育成・確保ができなければ、雇用がボトル
ネックとなり、当該産業の発展が阻害され、ひいては、

経済社会全体の発展も阻害される。
ロ 少子化の進展により労働力人口が減少し、労働力不
足社会になる可能生もある。しかし、社会全体として

労働力不足となったとしても、ミスマッチから、労働

力不足と高失業が併存することも十分あり得る。
ハ我が国の経済社会の発展のためには、知識集約型の

産業、ベンチャー型の企業が伸びていくことが必要。
これらの産業を担っていく人材を育成するとともに、

創造的な仕事をするために適した働き方ができるよ

う、労働基準のあり方を見直すことが必要。
二 さらに、大競争時代を迎え、我が国産業は従来にも

まして厳しい状況に直面するものと予想さ tl,今後我
が国経済が国際的優位性を保ちつつ豊かな社会を構

築していくためには、引き続き良好な労使関係を市鮮寺

していくことが不可欠。

(3)市場原理と自己責任の原則の確立

(1) 、(2)の環境の下で、今後の我か国経済社会

の活力を維持していくためには、「市場原理と
自己責任の原則の確立Jにより、経済活動の活性

化を図り、経済社会全体のパイを大きくするこ
とが必要e

この場合、 「市場の; ,ールjを定めるとともに、

「市場の失敗」に対応するための必要なセ フ
テイネットの提供が必要。

イ 労使では経済的な力関係が異なるた止、自己責任の

原削を適用する前提として、労働市場において守られ

るべきnールが必要。すなわち、労使間での話し合い
及び紛争になった場合の解決のための凡ールととも

に、労使間の話し合いで決定される賃金、労働時間等

の労働条件に関し、その前提として最低限の労働条件

や安全衛生を確保するための凡ールが必要。これは、
国際社会における公正な競争条件を確保するという

観点からも重要。また、これらのルールの設定に当

たっては、労使の合意形成のための対話が不可欠。
ロ 企業の自由な経済活動力守子われるための基盤とし

て、労働者のセ フテイネットが整備されていること

が必要。このため、失業した労働者に対し、失業給付を

支給しつつ、無料の職業紹介サービスを提供して、円
滑に次の｛士事に就くことを支援し、あるいは、職場で

災害にあった労働者に対し、回復のために必要な給付
を支給し、仮に障害カ守主った場合にも、残された職業

能力が活かせる仕事に就くことを支援することが必

要。これによって、失業したり、災害にあった労働者が
再び社会を支える側に回ることが可能になる。

3 行政体制のあり方

2で示したような課題に的確に対応していく

ために、労働行政は経済社会を支えていく者を
対象として、労働者及び労働市場に関わる政策

を一体として展開できる行政体制とすることが
必要。

イ 労働行政は、今後、 2で示した課題に対応していく必

要があるが、これらの課題は、相互に複雑に関連する
ものであり、 体のものとして、政策の展開を行うこ

とが必要である。すなわち、年齢、性、能力などが異な
る人々をできるだけ紅会を支える側に立たせ、経済社

会の多様な人材のニーズに応えていくためには、総合

的かつ体的な労働政策:が必要ロ
ロ 労働行政は、我が国の経済社会が必要とする人材の

育成、供給について責任を負っており、経済社会の発

展を雇用の菌から支えている。すべての産業は、それ

を担う人材なくしては成り立たないことから、労働行

政は、一般的な産業行政のみならず、建設行政、運輸行

政、農林水産行政、福祉行政、医樹子政などと密接な関

係があるロ

その面では産業行政と江関わりも深い爪労働子政

の基本的なスタンスは、経済の担い手であるととも
に、生活者でもある労働者が、尊厳を持って職業生活

を送れることであり、しばしば、産業の視点から政策
を実施する産業所管省庁との間で政策的な議論を
fJっている。

ハ 労働行政は、女性、高齢者や障害者を含め、働くこと

によって収入を得て自分で生活する者、すなわち社会
を支える側の立場の人を対象としているのに対し

て、福祉行政は、何らかの事情で働くことができず、社

会が生活を支えなければならない人を対象としてお
り、その弁寸象となる人の違いから、行政を展開する視

点が異なっている。
すなわち、労働行政においては、女性、高齢者、障害

者等の雇用対策を実施しているが、これらの対策は、

これらの人々が社会を支える側にたって社会に参加

できるようにするため、雇用に関する様々な女持表のー

環として実施しているものである。
こ なお、現在国民生活全般に関わるものとして実施さ

れている行政の中には、公的年金制度、保育・介護施設、

生渡学習など、労働者の職業生活とも密接に関わるも
のがある。これらについては、これまでも連携を取り
ながら実施してきたロ省庁の枠組みを見直す際に、労

働者に密接に関わる行政が整合性を持って実施され
る体制とすることが必要であり、その観点から、組織

のあり方、連携のあり方を検討すべきである。

4 労使関係及び労働基準に関する補論

( 1 )労使関係について

良好な労使関係は我が国経済社会の発展の基

盤として不可欠であり、今後とも、様々なレベル

での労使の意!里、疎通・合意形成に努めていくこ
とが必要

イ 我が国の労使関係については、戦後の激しい労使対

立の時代があったにも関わらず、労使の絶えざる努力

と行政による労使関係安定のための環境整備によっ
て、良好な労使関係を築き上げ、様々な経済社会の激

動の時代を乗り切ってきた。このような良好な労使関

係については、国際的にも高く評価されている。
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ロ 今後、経済社会システムの大変革が求められている

が、この大変革は直接・間接に労働問題に係わるもの

であり、これを成し遂げるためには、職場・地域・産業・

国家のあらゆるレベルでの労使の意胃疎通・合意形成

に向けての労使関係者の不断の努力が司司］欠であり、
それを促す枠組み・基盤の整備に果たす行政¢役割の

重要性は変わるものではないロ

(2)労働基準について

我が国の労働条件は基本的には高い水準と

なっているが、市場原理だけに委ねると最低限

の労働条件や安全衛生の確保か困難になる分野
が存在。国が最低限必要な労働条件や安全衛生

の確保を図り、尊厳を持って働けるようにする

ことが必要。

イ 現在我が国では賃金水準等を中心に全体的には国
際的に高い水準に到達しているが、国際競争力に優れ

た分野から構造的な改善をノ制華なくされる低生産性

正分野までを含む重層的な産業構造の中にあって、規
制緩和等を背景に進展すると見込まれる構造変化や
それに伴う経営上の厳しい対応を考慮すると、労働条

件の決定を市場原理のみに委ねれば、例えば長時晶1残
業やサービス残業江横行など、人聞が尊厳を持って働
く環境が確呆されなくなる恐札世界的な経済競争が

ある中で、国際的な公正労働基準の確保は、その前提

として国際的に認識されているところ。こうしたこと
から、労働基準の的確な履行を図っていくことは、公

正な競争を確保しつつ、円滑な構造改革を進める上で

も不可欠である。
一方では、これからの産業構造¢変化を見通したと

き、知的、創造的な活動により新しい付加価値や事業
分野の創出が望まれる中で、現行¢労働基準が画一的

にすぎるという問題も生じており、今後時代の変化に

即応した労働基準とし、その適切な浸透・定着を図っ

ていく必要性も大きいロ
ロ 安全衛生については、労働災害による負傷動11年間

6 2万人に及び、とりわけ死亡者が2 4 0 0人に達してい 
る。また、仕事に起因する健康障害も多く、過労死と呼

ばれる事態も跡を絶たない。職場で負傷し、死亡する

ことは本来あってはならないことであり、国が安全確
保の最低基準を定め、徹底した労働災害の防止を図る

ことが必要である。

ハ イ及びロに述べた最低基準の履行確繰については、
当事者の自己規制に期待できないことから、事後規制

のみでは公正な競争条件を確保できない事態、とりわ

け安全衛生に関して労働災害により労働者の安全や

健康に支障が生じ労働者の保護に欠ける事態は避け
られない。

したがって、このような最低基準の履行を確保する

ための労働基準監督官の巡視による指導が不可欠で

あり、これを基本としつつ、労使の自主的な取組の支
援や事後約な歳正な措置と相まって、適正な労働条件

の形成、労働災害の防止¢徹底を図っていくことが必

要である。

職業紹介事業の民営化又は独立機関七につい

てどう考えるか。

経済構造改革に対応した雇用対策が必要

経済構造改革ヒ対応するために、公共職業安

定所と民聞の職業紹介事業が相まって円滑な労

働力需給調整を図っていくことが必要。

イ 人口の高齢化や経済のグローバルイむか進む中で、政
府全体として経済構造の改革に取り組んでいくこと

が必要となっており、今後、労働力側庇動化が層進展

するものと考えられる。このような中で、我が閣が高失

業詩士会に焔らずその活力を維持していくためには、新

たな産業分野等における雇用機会の自凶を行うととも

に、失業者の再就職促進や企業間産業関の失業なき
労働移動を強力に推進していくことが重要な課題。

ロ このため、公共職業安定所と民間の職業紹介事業

が、それぞれの相生を活かしつつ、両者相まってその
機能を強化することにより円滑な労働力需給調整を

図っていくことが必要。

2 公共職業安定所によるセーフティネットとしての
無料の職業紹介事業が必要

国は勤労権を保障するため国民に就職の機会

を提供する職難E介事業を行う責務を負ってい
る。

公共職業安定所の、すべての求職者と事業主

に対して公平かつ無料で職業紹介サービスを提
供する役割は極めて重要。また、ーイ本的に運営さ

れる雇用保険事業や各種雇用対策と相まって、

雇用の安定に大きく寄与。今後とも社会のセ

フテイネットとして維持されるべき。

イ 国位ミ共職業安定所)は、次のような理由によって職

業紹介事業を行う責務を負っている。

①憲法第,2 7条に規定される勤労権は基本的人権であ
る社会権の一つであって、国に対する国民の権利であ

るが、国はこれを職業紹介事業と雇用保険事業を通じ

て実現する責務があること

②行政改革委員会をはじめ各界の意見においても、公

共職業安定1所は無料で職業紹介を行う公的インフラ
としてその機能の強化を図るべき旨の指摘がなされ
ていること

③行政改革委員会の官民分担t基準において、行政は
職業墨択の自由や勤労の権利など¢機会均等確保位土

平性の確保)に努めるべきこととされていること
③諸外国においても、職業紹介事業及び雇用保険事業

は国の出先機関により一元的に運営されるのが通例
であること

⑤ ILO第 88号条約においては、職業安定組織は国の
指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構
成され、無料で、かっその職員を公務員としなければ

ならない旨が規定されていること

口 すへての求職者と事業主に対して公平かつ無料で
職業紹介サービスを提供できる公共職業安定所の役

割は極めて重要ロしたがって、公共職業安定所の職業

紹介事業は、一体的に運営される雇用保険事業や各種
雇用対策と相まって今後とも社会のセーフティネッ

トとして維f寺されるべき。

①公共織業安定所は、有料職業紹介事業がサービスを
提供することが困難な「高年齢者や障害者など正捌龍

困難者Jr地方の求職者や事業主Jr高度の経験や専門
的技術を持たない 般の刻融和「高額な紹介手数料

を負担することが困難な中小企業の事業主Jr緊急に

就職する必要のある失業者」等をはじめとした、すべ
ての求職者と事業主に対して公平に無料で職業紹

介サービスを提供していること
②公共職業安定所の職業紹介事業は、国カ可7う雇用保

険事業や各種雇用対策(例えば失業給付の支給、企業

関・産業関の失業なき労働移動の支援、中小企業の新
分野展開に対する助成、障害者の法定雇用率達成指

導、就職困難者の雇い入れ助成等)と一体不可分に運

用されており、それらが相まって雇用¢安定に大きな
役割を果していること

③公共職業安定所は雇用保険制度等を通じて失業者

の約 9害iに相当する求職者(年平均有効求職者数約
198万人)を捕捉しており、これらの求職者に求人開

拓を行いながら職業紹介を行うことにより年間約154

万人の就職を斡旋し、労働力需給調整に直接・間接に
大きく寄与していること

④公共職業安定所は年間6 3 7万人分の求人を把握し

て公開しており、この情報を活用して、職業紹介を受

けずに直接求人事業所に応募する者も相当数存在す
ること

3 職難自介事業をすべて民営化することは不可能

労働力の需給調整機能を高めるためには、民

間の有料職業紹介事業の機能強化が必要。

しかしながら、公共職業安定1所の、公平かつ無

料で職業沼介サービスを提供するという社会の

セーフティネットとしての機能は必要。

イ 経済構造改革を進める中て品労働力正需論調整機能

を高めるためには、民間の活力平ノウハウを活かした

労働力需給調整が円滑に行われるような環境整備を
行うことも必要。このため、平成9年4月からは、有料

職業紹介事業について取扱職業の原則自由化を図っ
たところであり、さらに今後更なる規制緩和について

検討していくこととしている。

ロ しかしながら、有料職業紹介事業の取扱職業 ι範囲 

が自由な諸外国の例をみても、有料職業紹介所の職業

紹介は、高額の手総ヰが徴収できる管理者、専門校術

者等が中心であり、国も公共職業安定所を通じて無料
の職業紹介事業を行っている。

ハ したがって、国が公共職業安定所を通じて、高年齢
者や燈害者、地方の求職者や事業主、中小企業の事業

主等をはじめとしたすべての求職者と事業主に対し
て、公平に無料で職業紹介サービスを提供するという

社会のセーフティネットとしての機能は必要。

4 公共職業安定所の行う職業紹介事業の独立機関化

について

職業紹介事業の独立機関げとについては、現在

のところ、その仕組みゃ効果・問題点等が不明。

また、経済情勢に対応した機動的な対策の立
案・実施が困難などの問題点がある。

したがって、独立機関化は困難ら

イ 公共職業安定所の行う職業紹介事業については、こ
れまでも、全国をコンビューターネットワークで結ぶ

総合的雇用情報システムの導入を図ることなどの情

報化や効率イ七を進めてきたところであり、現在でも効
率的な業務運営に不断に努めている。

ロ 一方、職業紹介事業の独立機関化については、その

｛士主Eみが不明であるとともに、次のような問題点ゐまあ

るロ
①経済対策は刻々変化する経済情勢に応じ機動的に

講じられるべきものであり、雇用弁根荘はその重要な

柱。その一環である職難百介を独立機関によって遂行

することとすれば、現在のように機動的に対策を実施

することか困難となること

②政策立案機能と政策執行機能との分離により、現場
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で把握した求人求職動向などを雇用対策に的確に反

映させることが難しくなること

雇用保険、労災保険関連業務と他の社会保険

関連業務とのー榊ヲ運営についてどう考えるか。

また、その民営化又は独立機関化についてどう

考えるかロ

第 1雇用保険

1 雇用保険業務と他の社会保倹業務との体的運営

について

雇用保険は職業紹介と一体不可分の関係にあ

るが、他の社会保険とは関係が薄い。

また、厚生年金保険、健康保険は民間が;加入者

の4割前後に棺当する部分を運営しており、雇L用
保険とは適用範囲が異なる。

このため、これらを一体的に運営することは

できない。

雇用保険と他の社会保険は、次のようなことから一体

化することは困難である。
①雇用保険は職業紹介と一体不可分の関係にあるが、

厚生年金保険・健康保険とは関係が薄いこと
雇用保険(～失業保険)は、職難紛と一体的に運営す

ることにより、求識者に対して職業紹介・職業相談を

行う中で、雇用保険受給の要件となる就職の意思正確

認を行ったり、求職者に対する就職活動正促進の働き
かけを効率的に行うことが可能となっており、そ広結

果、求職者が積極的に就職活動をしないで失難鮒だ
けを受け取る事態を防止し、失業訴古付の濫給を防止す

ることが可能。
・諸外国においても失業保険は職業紹介と一体的に運
営されるのが通例。実際に、イギリスにおいては、失業

保険を、職難自介から分離して失業保換給付事務所に

よって運営していたところ、求職者が積極的に就職活
動をしないで失業給付だけを受け取る事態を引き起

こし、失業給付の濫給が生じたため、従来失業給付事

務所と職業紹介事務所が運営していた事業を一元的
に取り扱う機能をもっ「雇用サービス事務所」を設立

することとなり、これによりサービスが効率化したと

の評価。

・このようなことから、求晴惜の再勃澱¢也監を円滑に
行うために失業保険と職業紹介を一体的に行うこと
の重要性については、平成8年4月のG7雇用関係閣

僚会議(リ ル雇用サミット)の議長総括においても

指摘。

-乙のように、雇用保険は職業紹介との関係が極めて深

いことの一方で、健康保険、厚生年金保険とは関係が

薄い。
③民間による運営部分を持つ厚生年金保険・健康保険

との一体的運営はできないこと
-雇用側険は国が一括して管掌しているのに対して、厚

生年金保険においては厚生年金基金力功日入者の約3 7

%について、また健康保険においては健康保険組合が
加入者の約4 4 %についてそれぞれ事業を運営してお

り、そもそも適用範囲が異なる制度であるため、これ

らを一体的に運営することは不可能。

2 雇用保険業務の民営化について

国は勤労権を保障するために労働者の求職活
動や雇用を支援する雇用保険事業を行う責務を

負っている。

雇用保険事業の民営化は諸外国においても例

がない。
雇用保険と職業紹介は一体的に行われるべき

であり、仮に雇用保険業務を民営化すれば、失業

給付の濫給、利用者サービス低下などの問題が

生ずるため不可能

イ 国(公共職業安定所)は、そもそも次のような理由に

よって雇用保険事業を行う責務を負っている。

①憲法第2 7条に規定される勤労権は基本的人権であ
る社会権の一つであって、国に対する国民の権利であ

るが、国はこれを職業紹介事業と雇用保険事業を通じ

て実現する責務があること
②行政改革委員会の官民分担の基準において、行政は

職業選択の自由や勤労の権lljt"どの機会均等確保沿
平性の確保)に努めるべきこととされていること

③諸外国においても、職業紹介事業及び雇用保検事業

は国の出先機関により一元的に運営されるのが通例

であること

④ ILO第 88号条約においては、職業安定組織は国の 

指簿監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構

成され、無料で、かっその職員を公務員としなければ
ならない旨が規定されていること

ロ また、雇用保険事業の具体的な民営化の手法として

の白賠責方式については、諸外国においても例がな
く、同方式を採用することは、雇用保険と職業紹介の

一体性が損なわれ、失業誘鮒の濫給、利用者サービス

低下、業務の複雑化と非効率化、負担の不公判七など

次のような問題が生ずる。

①求職者の就職意思確認再就澱促進・失業給付の濫

給防止が困難であること

雇用保険¢保険事故である「失業の認定は、自賠責保

険における「自動車事故Jのような客観的事象の認定

とは異なり、車瓶事の意思という内面の意思の確認を必

要とする。公共職業安定所においては、雇用保険と職

業紹介を一体制に運営することにより、このような確
認や求職者の再就職陪草、失新吉付の踏台防止を図る

ととが可能となっているカえ職業紹介機能をもたない
民間においては困難。

②利用者サービスが低下すること

-雇用保険は、公共職業安定所において職数百介と一体

的に運告することにより、求職者にとって両方のサー

ビスを同時に受けることが可能となっているが、雇用
保険給付は民間保険会社で受け職業紹介は公共職業

安定所で受けることになると利便性が悪くなり利用

者サピスが低下。

-現在¢公共職業安定所¢全国ネットワークに比して、

民間保険会社ではそのようなネットワークがないた
め、問主地などに関わりなく公平にサービスを受ける
ことが難しくなる。

③業務が複雑かつ非効率となってしまうこと
雇用保険¢倒険事故である「失業の認定は、公的機関

である公共職業安定所において行うこととなるが、そ
の具体的認定の手続については、 1田¢確認で足りる

自賠責とは異なり、一定期間 (4週品市ごとに行う必要

があり、そのたびごとに民間保険会社と公共職業安定

所の間で、膨大なデ←タ交換を行わなければならない
こととなり、業務が極めて複雑かつ非効率。

④現在のファンFの移行が困難であること

雇用保険制度においては、景気変動等に対処するため
必要な費用を積立金として保有している由主制度¢変
更に際して、この積立金の管理を個々の民間会社に

別々に行わせることは校術的にも極めて困難。

⑤ファンドの規模が小さくなれば保険数理上非効率 

であること

・仮に現在のファンドを各民島明呆険会社に分割してそ

れぞれで管理すると、ファンドの規模が小さくなり、
保険数理上非効率。

⑥失業発生率の高い事業主が加入を忌避されるおそ 
オ1カまあること

失業の発生状況は、業種や地域によって異なることか

ら、不況業種正事業主などが雇用保険への加入を忌避
されるおそれが存在ロ

⑦強制加入を担保するととが難しいとと

-雇用保険制度について自賠責方式を採る場合、法律で

義務付けられている車検の際に保険契約を締結して

いるかどうか確認される自賠責偶険と異なり、締結強

制を担保する仕組みがないこと

3 雇用保険業務の独立機関化について

雇凋保険業務正独立機関化については、現在

のところ、その仕組みゃ効果・問題点等が不明。

また、経済情勢に対応した機動的な対策の立

案・実施が国難等の問題がある。

したがって、独立機関化は困難。

イ 公共職業安定所の行う雇用保険事業については、こ

れまでも、創国をコンビューターネットワークで結ぶ
雇用保険トータルシステムの導入を図ることなどの

情報北や効率化を進めてきたところであり、効率的な
業務運営に不断に努めている。

ロ 方、雇用保険事業の独立機関化については、その
仕組みが不明であるとともに、次のような問題点Aミあ
る。

①経済対策は刻々変化する経断青勢に応じ機動的に

講じられるべきものであり、雇用対策はその重要な
柱。その一環である事業主に対する助成金や労働者に
対する失事訴古付の支給等の支援を頭立機関によって

行うこととすれば、現在のように機動的に対策を実施
することが困難となること

②政策立案機能と政策執行機能との分離により、現場

で把握した事業主や労働者の動向などを雇用対策に

的確に反映させることが難しくなること

第 2 労災保険

労災保険関連業務の位置付け

労災保険行政は、労働基準監督行政及び労働

安全衛生行政といわば車の両輪として、緊密か
っ有機的な連携の下に行われているものであり、

これを切り離すことは労働災害防止及び適切な
災害補償を阻害ロ

イ 労働基準法、労働安全衛生法等は、最低労働基準を

定めるほか、事業主に対して、労働災害の防止につい

て厳しい責務を課すとともに、労働災害の発生に伴う

災留市償責任を課している。労働基準賠賛行政及ぴ労
働安全衛生行政は、こうした事業主の責任を履行させ

るため、事業主等に対して適切な監督や指導を行うも

の。一方、労災保隣子政は、こうした事業主の災割南償
責任を保険制度によって履行することにより、被災労

働者の迅速かっ公正な保護を図るもの。

ロ 労災保険においては、保険給付の事業のほか、中小

企業労働者の安全衛生や健康確保に必要な事業や各

種の労働災害防止団体に対する支援事業など労働災

害防止のための労働福祉事業を実施している。乙のよ
うに、労災保険行政は労働基準監督行政や労働安全衛
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生行政と有機一体のシステムとして行われており、こ

れを分離するととは不可能。

ハ また、労働基準監督行政及び労働安全衛生行政と労

災保険行政は、それぞれの行政の遂行を通じて喜界童さ

れた事業場や労働災害に関する情報、医学的知見を互

いに共有し、緊密な協力・連携を保ちながら各々の行

政の効果的な推進を図っているところ。

こ なお、労災保険の保険料は全額事業主が負担してお

り、その保険卒中事は事業の種類ごとに過去の労働災害

の発生状況を反映して設定するとともに、個別事業主

の災害防止努力を促進するため、個々の企業ごとの労

働災害の多寡により保険料率を増減させるメリット

制を導入するなど、労働災害の発生と保険料負担のあ

り方を有機的に連携させることにより、労働災害の防

止に寄与。

2 労災保険業務と他の社会保険業務との一体運営に

ついて

労災保険は労働災害防止と 体不可分の関係

にあるが、他の社会保険とは関係が薄く、制度の

趣旨、内容が全く異なる。

また、厚生年金保険、健康保険は民間カ功日入者

の4割前後に相当する部分を運営しており、労災

保険とは適用範囲が異なる。

このため、これらを一体的に運営することは

できない。

労災関検と他の社会保被は、次のようなことから一体

化することは困難であると考えられる。

①上記1のとおり、労災保険は労働基準行政及び労働

安全衛生行政と緊密かつ有機的な連携の下に行われ

ており、これらと分離することは労働災害の防止、適

切かつ迅速な災害補償の実施に支障を生じること

②労災保険制度は、無過失賠償責任に基っく事業主の

災害補償責任を事業主の全額負担により担保するも

のであり、こうした使用者責任は諸外国においても確

立されたものとなっている。したがって、労災保険制

度は、労働者保護の観点からも必要なものであり、こ

うした使用者責任に基づかない他の社会保険との単

純な一体化は不適切であること

③労災保険は国が一括して管掌しているのに対して、

厚生年金保険においては厚生年金基金が加入者の約

3 7 %について、また健康保険においては健康保険組合

カ功日入者の約4 4 %についてそれそれ事業を運営して

おり、そもそも適用範囲が異なる制度であるため、

これらを一体的に運営することは不可能であること

3 労災保険業務の民営化について

賠責方式による労災倒険業務の民営化につい

ては、労働基準監督行政及び労働安全衛生行政

の一体性が損なわれ、業務上外の適正な認定や

労災の的確な予防が図られなくなるなどの問題

が生ずるため不可能。

労災保険事業の具体的な民営化の手法として、例えば

自賠責方式を採用する場合には、労災保険と労働基準

監督行政及び労働安全衛生行政の一体性を損なうこと

となるので不可能であり、あえてこれを行うならば次の

ような問題を生ずる。

①災害が業務上のものか業務外のものかの判断は国

が行うべきこと

ー労災保険制度は、労働基準法に基っく罰則のある事

業主の災害補償責任を担保するものであり、そ正判断

は事業主の刑事罰の存否に関わる。

-職業性疾病等の判断は、最新の法律的かつ医学的知

見を駆使した極めて高度な判断を要する場合が多く、

これを公平・公正に行うためには統一的な判折 E仕組

みが必要。すなわち、 定の基準により定型的な判断

をするものではなく、民間の判断になじまない。

②利用者サービスが低下すること

・現在の労働基準監督署の全国ネットワ クに比して、

民間保険会社ではそのようなネットワークがないた

め、居住地などに関わりなく公平にサービスを受ける

ことが難しくなる。

③長期的に安定的な運営が確保される必要があるこ

と
民間保険会社は業務の廃止の可能性があり、長期的

に安定して給付を行うことが必要な年金給付を行え

なくなるおそれが存在。

④現在のファンドの移行が困難であること

・労災保険制度においては、年金受給者への給付のた

めの積立金の保有など長期的運営を前提として制度

が組み立てられており、制度江変更に際して、この積

立金の管理を個々の民間会社に別々に行わせること

は技術的にも極めて国難。

⑤ファンドの規模が小さくなれば保険数理上非効率

であること

・仮に現在のファンドを各民間保険会社に分割してそ

れぞれで管理すると、ファンドの規模が小さくなり、

保険数理上非効率。

⑤災害発生率の高い事業主が加入を忌避されるおそ

れLがあること

-労働災害の発生状況は、業種や地域によって異なる

ことから、災害多発業種の事業主などが労災保験への

加入を忌避されるおそれが存在。

⑦強制加入を担保することが難しいこと

目労災保険制度について自賠責方式を採る場合、法律

で義務付けられている車検の際に保険契約を締結し

ているかどうか確認される自賠責保険と異なり、締結

強制を担保する仕組みがないこと

4 労災保険業務の独立機関化について

労災保険業務の独立機関化については、現在

のところ、その仕組みゃ効果問題点等が不明。

また、労働基準監督行政及び労働安全衛生行

政との連携がとれなくなる等の問題点がある。

したがって、独立機関化は困難。

イ 労災保険業務については、各種給付業務の迅速・適

正化を図るとともに、被災労働者に対する情報の即時

提供、行政サービスの向上を図ること等を目的として

全国をコンビューターネットワ←クで結ぶ労災保険

行政情報管理システムの導入を図るなど情報化や効

率化

を進めてきたところであり、効率的な業務運営に利断に

努めている。

口 一方、労災保険事業の独立機関化については、その

仕組みカ河=明であるとともに、次のような問題点J.: !J 1あ
る。

①労災保険を独立機晶1化した場合には、国が直接実施

する労働基準監督行政及び労働安全衛生行政との連

携がとれなくなること

②政策立案部門と政策執行部門との分離により、相互

のフィードパ、ノク機能が低下するおそれがあること

労災保、険事業の運営に当たっては、本省の政策立案

機能と第一線繍関の政策執行機能が体不可分の形

で運営され、機能町効率化が図られているが、独立機

開化した場合、相互¢問題点のフイ←ドパックが困難

となり、このような機能が低下するおそれが町T内
存在。 臥1.1.通

園労働省追加説明資料(5月21日) [その2]

行政改革の趣旨に照らし、各省庁において、今

後取り組むべきと考える(取り組もうとする)改

革方策をご提示願いたい。

基本的な考え方

行政改革委員会、地方分権推進委員会などの

意見、勧告を踏まえ、簡素で効率的な行政を実現」

イ 我が国社会は、世界的に例のない超高齢ゆ守化社

会を迎えるとともに、国際的な大競争時代に直面して

いる。また、このような環境の下で、我が国経済社会の

活力を維持するため、市場原理と自己責任の原則を確

立し、経済活動を活性化することが必要となってい

る。このような社会にあって、できるだけ多くの人が

社会を支える側に回り、尊厳を持って働けるようにす

るとともに、経済社会が必要とする人材のこースTご応

えていくためには、労使関係正安定、労働条件の確保、

女性の働く環境の整備、労働市場の整備、職業能力の

開発など、労働者及び労働市場に関わる政策を一体の

ものとしてその政策効果を評価し、総合的かつ有機的

に業務の見直しを進めることが必要と考えるロ

ロ イに述べた見直しを進めるに当たって、行政改革委

員会、地方分権推進委員会などの意見、勧告で具体的

に指摘された事項について着実に実施するとともに、

意見、勧告で示された基準や考え方を踏まえて、次の

ような考え方を基本として、見直しを行う。

①市場原理が十分に機能する分野は民間に委せると

いう原則に立った業務の見直し。

②規制は必要最小限であるべきという観点からの規

制の見直し。

③地方分権を推進する観点からの固と地方との役割

分担の見直し。

④特殊法人等について、各法人の一つ一つの機能を基

本に立ち返って検討し、所期の目的を達した機能につ

いて廃止を含めた見直し。

2 業務の見直し

上記のような基本的考え方に立って、労働行

政¢それぞれの分野において、以下の取組をす

る。

(1)労使関某の安定

労使聞の問題は、労使当事者間で解決される

のが基本。国は労使の話し合いと紛争解決のた

めのフレームを提供してきたところ。

イ 今後も、労使関係行政の基本的役割は同じである

が、労働組合正組織率の低下、能力主義の進展、就業形

態や労働者のニーズの多様化などに対応するため、新

たなフレームを検討。

ロ 不当労働行為の審査など労使関係に関する機関委

任事務はすべて自治事務化する。

ハ 中小企業退職金共済事業団と建設業・清酒製造業

林業退職金共済組合の両特殊法人を平成10年4月に

統合する。
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(2)労働条件の確保

労働者が尊厳を持って働くことができるよう

にするため、安全衛生を含めた労働条件につい

て最低基準を定めるとともに、その履行確保を

図っている。また、職場で災害にあった労働者に

対するセーフティネットとして、労災保険によ

り、療養のために必要な給付、遺族や障害カ守主っ

た人への年金の支給などを実施。

イ 労働条件の最低基準については、社会状況や働き方
が変わる中で、必要最小限の凡ー ｝vとなるよう、不断

に検討。
①労働者がより柔軟で自律的な働き方ができるよう、

裁量労働制のあり方、労働契約期間の上限などについ
て、平成 9年 7月までに見直しの方向を決定し、その

具体化に向けて、法的措置を含め、可能な限り速やか

に措置。
②年俸制度、ストック・オプション制度、企業年金制
度、在宅勤務制度、サテライトオフィスなど新たな制
度や働き方との関連において、規制を見直す。

ロ 安全衛生の確保については、労災保険の労働福祉事

業を活用し、企業や事業主団体の自主的な取り組みを
促進a労働基準監督官による監督指導と相まって、労

働災害の防止を徹底。
このような労働基準駐督と労災保険の労働福祉

事業の効果によって、労働災害は大幅に減少してい

る。
①労働災害の減少の成果、を反映し、労災保険の関険料

率を平成7年度に平均1 0 %引き下げたところであり、

3年ご、との見直しの時期に当たる平成1 0年度にも保

険料率を引き下げる。
②認可法人である中央労働災害防止協会を平成12年

に民間法人化する。

(3)女性の働く環境の整備

男女の雇用機会の均等を図るとともに、家族

的責任を持つ労働者が働き続けることができる

雇用環境正整摘を図っている。

性による差別をなくし、女性の職域を拡大するため、

男女雇用機会均等法の改正及び時間外労働等に係る女

子保護規定を撤廃するための法案を国会に提出してい
るところ。また、少子化社会に対応するとともに、家族

的責任を持つ労働者の働く環境を整備するため、平成
4年から育児休業制度を義務化し、平成7年に介護休業

制度を法制化(平成 11年から義務イりするなど、仕事と

育児介護との両立支援対策を充実。

(4)労働市場の整備

公共職業安定所は、すべての求職者と事業主
に対して公平かつ無料で職業紹介サービスを提

供するとともに、これと一体のものとして雇用

保険事業及び各種雇用対策を実施。

イ 経済構造改革に対応するためには、公共職業安定所
と民間の職業紹介事業が相まって円滑な労働力の需

給調整を図っていくことが必要。
①平成9年4月から、有料職業紹介事業の取扱職業を

原貝u自由化。
③今後、産業構造の変化に伴う転職、キャリアアップ

のための転職か増加すると見込まれるが、社会のセー

フテイネットとしての公共職業安定所¢機能の充実

を図るとともに、民間の職業紹介事業の参入を促進す

ることによって対応。
ロ 労働市場が労働者や企業のニーズに対応して円滑

に機能するよう、制度の見直しを進める。
①労働者派遣事業について、平成9年1月から、制度全

般的橡とする抜本的検討を開始したところであり、

9月に中間的とりまとめを公表し、本年中に見直しの

基本的方向を決定し、その具体化に向けて速やかに法
的措置を含め所要の措置を講ずる。

②さらに、労働市場が円滑に機能するための仕組みゃ
ルル、求人者や刻苗者を保護するための凡ールなど

について検討する。

ハ 失業した労樟摘に対するセーフティネットとして、
失業者が円滑に次¢仕事に就くことができるように

するため、失業訴合付の支給と矧斗の職業紹介がー体と

なったサービスを提供することが必要。

①雇用保険は、好況期に積立金を積み、不況期にこれ

を取り崩して失業給付を実施。収入が黒字基調であっ
たことから平成5年度に保険料率を11!1000から 8/

1000 に引き下げ。最近は、厳しい経済情勢を反映し、

単年度収支は赤字となっているれ僻験料率は8/1 ∞o
を維持。

② 65歳以上の者が失業した場合に支給される高年齢

求職者給付金の見直しなど、財政構造改革の鼠有ーから
の見直しを実施。

二 職業安定期限の地方事務官制度を虎止し、職業紹介

及び雇用保険に関する事務を国が一体的かっ効率的
に実施する体制を整備する。その際、地方公共団体の

雇用対策について、公共職業安定所が協力するなど、

円滑に実施できるよう対応する。

ホ 雇用｛巴主事業団の事業について、移転就職者用住宅
や福1倣伝宣の新設をストップするなどの見直しを行うロ

(5)職業能力の開発

職業訓練及び職業能力評価に関する基本的方

向付け、基準等の枠組みの設定、民間による取組

の支援を行うとともに、民間では十分に対応で

きない職業訓練を国が実ιt

イ 職業訓練については、基本的には民間で実施するも
のとしてその取組を支援し、それだけでは十分に対応

できないものを闘が実U施するとともに、それを通じて

民間の取組を促進。
具体的には、先端的な技術・技能を要し多額の設備

投資が必要な言練、失業者障害者に対する訓練、中小

企業の在職者向けの訓練等を実施。

口 認可法人である中央般業能力開発協会を平成10年
に民間法人化するロ

3 組織・人員体制の見直し

今後の組織・人員体制については、行政の効率
化を図るとともに、組織の見直しを進め、紙織・

人員のスリム化を実現する。

イ 前述のように、労使関係に関する政策、労働時間や
働き方に関する政策、労働市場に関する政策、労働者

の職業能力に関する政策などは、一体として推進する
乙とが必要であり、これら正労働政策の総合調整を強

化する中で、行政の効率七、スリム化を図る。
ロ 国と地方の役割の見直しによる機関委任事務の廃

止に伴い、職業安定関係の地方事務官制度を廃止して

職業紹介と雇用保険に関する事務を国が一体的かっ

効率的に実施する体制を整備するに当たっては、都道

府県レベルにおける労働行政関係業務¢総合性を高

め、効果的な行政の展開を図るとともに、行政組織の

簡素・合理化を進めるため、都道府県レベルの地方支
分部局を湾編し、都道府県労働基準局、都道府県婦人

少年室及び職業安定関係業務を所掌する組織を 本
化するロ(別紙 1参照)

ハ 労働関係行政機関のうち政策執行部門を独立機凋

化することについては、政策立案部門と政策執行部門

との分離により政策の機動性油平且害されるおそれが

あることなどから、困難と考える。

なお、行政組織のあり方は、国民にとって費用が最

小で効果が最大となるような仕組みとするという視

点から検討すべきと考える。

特に、職業紹介と雇用保険は、現在、公共職業安"A所I
において一体として運営することによって、求職者の
利便を図るとともに、

①雇用保険の郊合に必要な就織の意思、能力及む就職

活動の確認手続き等の効率化

②雇用保険受給者である求職者の再就職の促進
③失業給付の濫給防止

が可能となっており、これによって両者の効率的運
営に大きな効果を上げている。

この点については、諸外国においても効率的運営の
観有Jから一本的に運営することが通例となっているロ
(別紙2頁参照一省略)

したがって、これらを分離してその方のみを、あ
るいは別々に独立機開化することは、行政機菊の増大

や業務の非効率化を招くとともに、求職者にとっても

窓口が分離して不便となり、また、かつてイギリスで
問題となったように失業給付の濫給による雇用保険

にかかる財政の悪化が生じる危険性があることから、
制度の後退となり、困難。

ニ 労働省は、昭和39年から労働市期育報のコンビュー

タ管理を導入するなど、業務¢効率化に努め、組織や
人員の肥大化を防止してきたところである。これから

の行政課題に対応するため、これまでの業務のあり方

やそれに応じた組織のあり方を迅速かっ抜本的に見

直すとととし、諸外国の試みも研究しつつ、目標管理
制度、政策効果を評｛面する制度などの導入を検討する

とともに、情報公開によって行政の透明性を高め、国

民各層の意見要望を十分に踏まえて、簡素で開明
効率的な行政体制の整備を図る。 幽品

(別 11(1)

【現行1
(中央)

【改革案】

(中央)

(県)

(ーは国の組崎、 「都道府県職業安定主萌課」は都道府県の組織だが
国家公務員である地方事萌官が勤務)
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19 75年2月2 8日(金)晴曇晴

休んで労災裁判集会に行く。全日通会館。

3月3日(月)晴

一日中来年度の埼玉労働基準局行政方針

(案)の検討。局長、各課長出席。独倉)1性なく案

文の細部について不毛の議論続きうんざり。

21時3 0分終了。途中春日部署長来局。①K化

学工業の送検のことで聞きたし。地検、本省、

監督課長の考え方を伝える。ci:署長会議終了

後に捜査着手したし。③海雇相談急増した。④

K幼稚園の件を局へ伺う。浦和署依田次長来

局。 ①志木合同タクシーの件。 c z :茂木相談員(元
署長)辞意。帰宅後遅くまで日評の安衛読本ゲ

ラの添書)1 。最高裁判決追加。

3月4日(火)晴

咋日に続き方針検討会。本省補償課内田係

長より電話。 CI控訴審でも局長より法務局長

へ訟務依頼書必要。②本省へ報告必要。③行政

訴訟取扱仮案の成案は現在検討中(何のこと

だったか?)

3月5日(水)曇雨積雪

課内会議。 19時まで残業。経営管理協会来

局。原稿1年間依頼さる。

3月6日(木)雨曇

19時まで残業。川口署安東3主任(退職後死

亡)来局。 N組送検の伺い。住宅公団建設工事で

労働者1名墜落死の件。法解釈について井上、

原田監察官、岡田安全専門官で応対。

3月7日(金)晴

朝から署長会議の資料作り。午後、組合¢行

政方針案に対する局交渉に出る。局側上野

監督課長、大路安全衛生課長、高橋庶務課長、

関口庶務補佐、井上。組合側宮崎(現社労士

兼21世紀財団)、南出(現東京局主任安全専門

官)、中井) 11 (在職中死亡)。川越署よりτ祖賃金

不払明細書到着。組合交渉終了後監督、庶務の

両課で小宴。帰途原田監察官ついて来て離れ

すン6春日"へ行って飲む。

3月10臼(月)雨精

署長会議。春日部第1課長より電話。①K化

学の件、明日令状をもらう。②明後B捜査実施。

@捜査官は署長以下6名。④応援は不要。⑤実

質捜査は来年度行政計画策定業務の終了後に

fTつ。

川越署へ電話。A組の賃金不払内訳明細が

不一致につき再点検すること。Y製作所の申

告の処理経過は申告者に連絡するも書類未提

出と。提出後連絡すること。

3月 11日(火)晴
本日春日部署、 Y化学の捜索令状を裁判官

より受領。(ベンジジン関係を捜索するためで

ある。)

大井江鉄鋼労連会館へ安衛法と労災法改正

について話しに行く。午前休暇をとり午後出

勤してみると、組合が行政方針を拒否したと

大騒ぎしている, (行政方針は毎年労働省から

示され、それに基づいて埼玉版を作成して署

長へ示達する。各署はそれに基づいてそれぞ

れに年度行政運営方針を策定する。この方針

は、職員の労働条件公務員は勤務条件とい

うがーに大きな影響を与える。そこで案の段

階で全労働支部と協議していた。)

3月12日(水)曇

税金の確定申告をする。課内会議。行政方針

に関する局側の組合側への提示案作成。春日

部署K化学の捜査結果を待ち課内で小宴。 18

時春日部署第1課長より電話。①令状は使用せ

ず任意で行う。ci:試験室にあったベンジジン

領置。 rc帳簿を領霞するも、一部税理士所持の

ものあり後日提出予定。@購入先はT染料の

み。⑤ベンジジンのドラム缶容器は空であっ

た。

3月13日(木)曇雨

行政方針をめぐり課長は一日中組合と交

渉。夕刻また庶務課と飲む。トイレで課長と一

緒になり課長誰も居ないので日く。CI井上さ

んが署長に出るのは1年先になる。②いろいろ

計算してみたが浦和(建制順位一位)までは無

理で川口(同二位)までだと。8時3 0分帰宅。

3月14日(金)薄曇

組合に行政方針案を拒否されたため、午後

小会議室において緊急署長会議。 13;30~15;

2日。局長の次に監督課長が、全労働埼玉支部の

了解なしで行政方針決定前に署長会議を開催

し混乱した経過を話し、組合交渉で問題に

なった点を説明。

① 庁外率の決定(外部に出かけて行う監督

活動等の比率で、職員の労働強化に直結す

る。)

② 監督の重点(申告監督や災害防止監督等)

③ 署内会議の開催の図難性(各署の実情聴

取。以下のとおり。)

浦和 監督官会議は月2園、職員会議(全員

出席。以下同じ。)毎月 16日に開催。

川口ー監督官会議はやるが、職員会議は困

難である。昨年末以降やっていない。

大宮監督官会議は月末1回、職員会議はや

らない。

熊谷監督官会議は随時、職員会議は月1
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因。

川越監督官会議は月2回午前、職員会議は

月1回、労災は隔月。

春日部ー監督官会議は月 1回、職員会議は隔

月 16日、課長会議月 2因。

所沢監督官会議は月1回午後、職員会議は

月 1回。

行田 監督官会議は随時、職員会議は月 1

因。

秩父監督官会議は月1回、職員会議は月 1

回、労災月 1回。

④署長の監督実施(署長自ら事業場監督を実

施する必要があるかという問題である白)

ここで、若い監督官で庁外出張業務に消極

的な者ありという署次長の意見が出た。

新任監督官の配置、川口、大宮、川越、行田と

決定するも、 K署より T監督官長欠(ノイロー

セーではなかったかワ)のため困るとの意見あ

り。(新監は即戦力にならないからである。)。

3月 24 日(月)曇晴

地方労働基準審議会。浦和土建で開催。(監

督課担当。内容記憶なし。)行田清水第1課長
より電話。 S税理士が是正勧告書受取りを拒否

と。書留発送のこと。 K署長より電話。 T監督官

29日退院し4月1日より出勤予定。課長が草加

のK幼稚園の死亡について業務上外の結論

を早く出せとうるさい。(｛可だったか記憶なし。

業務上外は労災課の仕事だが、労働者性に問

題でもあったのか。私は 17日に春日部署第 1

課長に調査を依頼し、翌18日には労災課の金

崎監察官にも調査を依頼した。)

3月27 日(木)晴一時曇

全労働埼玉支部基準局分会の局長交渉に組

合側として出る。本省の天下り人事について

発言。局側森田局長(中央監察官等された方

で良い人であった。天下りもされなかった。)、

高橋庶務課長(天下り先は労災年金協会)、関

口庶務補佐(浦和署長で退職し労災年金協会

課長へ)。組合側 中沢(現春日部署長)、増田

(所沢署長退職し西武建設入社後退職)、中村

(現埼玉局賃金課長)、ー倉(浦和署長退職、現

埼玉基準協会専務)、中井 )11 (現職死亡) 、内野

(労災補佐退職、大宮基準協会、現在は大宮署

相談員)、服部(審査官退職、春日部基準協会)、

橋本(現本省女性局婦人福祉課補佐)。

3月 28日(金)晴

県国民健保課保坂氏から電話。子宮摘出後

一部残者の生理休暇について質問あり。午後

本省へ。草加の K幼稚園の申告経過報告を出

村係長へ渡す。 (｛i可か議員から質問でもあった

のだろう。「課長あまりにもせつついて不愉快」

と日記の余白にある。)浜田氏(春日部署か

ら本省監督課へ。たしか監督官試験は2番で、

それも 1番と同点だったとか聞いた。後に私が

行田に出たときに行田を志望して本省から転

出ロしかし、署内の雰囲気悪く期待に反し、私

の退職後間もなく退職。私は止めて学者にで

もなることをすすめたのだが、元本省監督課

長であった岸さんのすすめで労使関係研究会

に行かれた。ここでは監督官試験を1番で合格

し、これも本省監督課にいたという桜井さん

と2人が中心となって、主として銀行関係の労

務管理を指導されているようである。とにか

く、人格も頭脳もすばらしい美青年であっ

た。)、内田氏(後に本省補償課長、神奈川局長

退職、現労災年金協会専務)に労働安全衛生読

本進呈。安全センターへまわり蒲地氏にも進

呈。

4月4日(金)晴

夕方大宮の鴨鍋で課の歓送迎会。原田監察

官その他をまいて9:30帰宅。

4月 11日(金)晴

春日部署、長島1課長来局。①ベンジジンの

鑑定先不明。②どこがよいか。安全衛生課より

本省へ間合わせることにする。

4月 13日(日)曇時雨

県議選挙。“時の法令"より執筆依頼来る。

4月 22日け()曇

今日より新任監督官研修。笹森(現秩父署

長)、峯(現本省労働時間課補佐) 、亀島(つ) 、戸

丸(現群馬局主任監察監督官)の4監督官。ベン

ジジン鑑定について益田衛生専門官より、本

省に聞いたが、①本省では鑑定先あてなし。②

署で区検副検事にきく予定。 a群馬局衛生専

門官を通じ群馬大にも照会中。(労働省にも鑑

定能力がないことがはっきりしたのである。

検事は埼玉局にも能力があると軽く考えてい

た。行政の使命から見て当然だろう。)

4月 24日(木)雨

午後新監と雑談。(私は統括指導官であっ

た。)戸丸監が転勤(群馬局内で合格し埼玉

へ)に際し、上司の小川新一郎第2課長から私

の安全衛生読本を銭別にもらったと。夜、産業

労働調査所から職業病セミナーの講師依頼竜

話あり。

(小川|課長については5年後の日記に次のよ

うに登場してくる。 1980年8月5日(火)曇埼

玉は差。群馬は晴。 9:52大宮発。沼田へ 12:

22着。市内は祭り。署へ行く o署長不在。小川第

1課長に会う。戸丸氏に安衛読本を銭別にやっ

た人で非常に親しく話せ、帰りにはお土産ま

でもらう。新前橋で戸丸氏も呼びビアガーデ

ンで飲む。 9:00帰宅。 このとき私はすでに

退職後2年余を経過し、戸丸監は群馬勤務で

あった。このときの目的は、この前年3月に発

生した上越新幹線大清水トンネル事故の状況

を知りたいためであった。当時沼田署管内事

業場は約3,。 0 0 、うち工場 500、建設600 で

あった。署の管轄は沼田市と利根郡で職員数

7名。うち監督官は署長を含め3人。新幹線工事

を考慮して、本省では監督官1名を増員した

が、群馬局ではそれを賃金課に配置したらし

いとのことであった。事業場監督は災害前年

は定期監督が 195 、災害年は 210 、うち建設

134と141 。災害の多い林業は手が着かず、製

材はやっとという。捜査送検は着手2件。とて

も新幹線工事に集中できる状態ではないロし

かし、集中してもだめだったかもしれない。出

稼農民14名とゼネコン社員2名が死亡した事

故は、群馬労働基準局長と前橋地方検事正の

巡視直後に発生しているからである。労働省

は前々年7月に隣接した新潟県小出署管内で

同種事故が発生しているので、その直後に通

達(昭52基発418 号の 2)を出しているので、

とれが遵守されていれば事故は発生しなかっ

た。ところが現場は湧水多く火災に対しては

な意が低下していたという。この事故の悲惨

さについては、労働安全衛生広報の 90年3月

21日号に小川新一郎高崎署長が警いておられ

る。なお、小川さんは五月会(地方局課長又は

署長以上の退職者の団体Jムは未加入)名簿を

見ると(財)全日本労働福祉協会群馬県支部と

ある。私はその後、岩手県山形村等に行き犠牲

者の出身農村についても調べた。ここで昔情

熱を燃やした農村問題に再会することにな

る。この事故は国会でも問題になり、労働安全

衛生法に第25条の2が追加され、救難時の救

護活動についての安全基準が新設された。)

田
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アフターケア通院費も支給
実施医療機関等@対象傷病の拡大に続き

労災保険の「アフターケアjは、「被災労働者の

症状聞定後における後遺症状の動揺、後遺障害に
付随する疾病の発症に対しての保健上の措置Iと
説明され、保険給付ではなく労働福祉事業として

行われている。
このアフターケアに関しては、 1995年4月1日

からすべての労災指定医療機関・労災指定薬局で
受けられるようになり(平成7年3月31日付け基
発第168号、 1995年7月号、 11月号参照)、平成9
年3月31日付け基発第215号等によって対象傷
病を17傷病にまで拡大(1997年7月号参照)する

などの改善・充実が図られてきている。
今回さらに、平成9年8月26日付け基発第596

号によって、今 (1997)年9月1日から、「アフター
ケア通院費」が支給されることになった。

アフターケア制度の拡充を、本来保険給付の対
象とされるべきケースに対する不当な労災打ち
切りの口実とさせてはならないことをあらため
て強調しておきたい。

基発第 596号
平成9年B月2 6 日

都道府県労働基準局長殿
労働省労働基準局長

アフターケアの通院に要する

費用の支給について

今般、引j添仁アフターケア通院費支給要綱」によ
り、アフターケアの通院に要する費用を支J給する

とととしたので、その取扱いに遺漏なきを期され
たい。

アフターケア通院費支給要綱

1 趣旨
アフターケア対象者の経済的負担を軽減する

ために、アフターケアの通院に要する費用(以下
「アフターケア通院費」という。)を支給する。
2 支給対象

アフターケア通院費の支給対象となる通院は、
次のとおりとする。
(1)アフターケア対象者の住居地又は勤務地か

らおよそ4キロメートルの範囲内にある当該
傷病の症状の措置に適したアフターケア実施
医療機関へ通院する場合であって、交通機関
(鉄道、パス、自家用自動車等をいう。)の利用距
離(住居地と勤務地との間は除く。)が片道2キ
ロメートルを超える通院。

ただし、片道2キロメートル未満であっても、
当該傷病の症状の程度から交通機関を使用し
なければ通院することが著しく困難であると
認められる者についてはこの限りではない。

(2) アフターケア対象者¢住居地又は勤務地か
ら、おおよそ4キロメートルの範囲内に当該傷
病の措置に適したアフターケア実施医療機関
がないために4キロメートルを超える最寄り
のアフターケア実施医療機関への通院o
3 支給額

(1) アフターケア通院費の支給額は、アフターケ
ア対象者の症状の程度等からみて一般的に必
要と認められるもので、アフターケア対象者が
現実に支払う交通費とする。

なお、アフターケア対象者の付1震看護人に要
する費用は支給しない。

3B 安全センタ情報1 9 9 7年什月号

(2) 自家用自動車を使用して通院する者に対す
るアフターケア通院費の支給額は、昭和 53年
7月6日付け基発第 386号「労災保険における

移送費の取扱いについて」に準じ算定する。
4 支給の申請手続

(1) アフターケア通院費の支給を受けようとす
る者は、「アフターケア通院費支給申請書J(様
式第1号)(以下「申請書」という。)及び「アフ
ターケア通院費支給内訳書J(様式第1号の 2)
(以下「内訳書」という。)に通院費の額を証明す
る書類を添付し、健康管理手帳の交付を受けた
都道府県労働基準局長(以下「所轄局長」とい
う。)に申請するものとすることロ

(2) 申請書は、毎年2丹、 5月、 8月及び11月にそ
れぞれの月の前3か月分について、当該申請者

が所轄局長に提出するものとすること。
(3) 通院費の額を証明する書類は原則として領
収書とするが、鉄道又はパスの運賃等で内訳書
の「①アフターケアの通院日数Jと「 ② 1日の片
道の交通経路及び距離数j欄の内容によって、
その費用を算定できるものについては、 4の (1)
の書類の添付を必要としないこと。
5 支給の承認・不承認の決定等
所轄局長は、支給の承認・不承認の決定を行い、

「アフターケア通院費支給承認・不承認決定通知
書J(様式第2号)をもって申請者に通知するもの
とすること。
6 支出事務等
(1)アフターケア通院費の支払に要する費用は、
労働保険特別会計労災勘定(項)労働福祉事業
費(目)社会復帰保養等旅費から支出すること。

(2) 支出負担行為取扱規則第14条の規定による
整理区分は、同規則別表甲号の r26 保険金の
額Jによることとし、その必要書類は、「申請書
(原本)Jとし「内訳書」及び通院費の額を証明す
る書類を添付すること。

(3) アフターケア通院費について支出しようと

するときは、支給承認された「申請書(原本)Jに
基づき「支出負担行為及び支出決議書」を作成
し、一般的な支出事務と同様に処理すること。
この場合、 2以上の者に隔地払い又は銀行等へ
の講座振込の方法による支払をするときは、
「支給調書」を別途作成し一括決議により処理
すること。

(4) 会計検査院に提出する支出計算書の証拠書
類は、「領収証書」、「支出負担行為及び支出決議
書」 、 「支給調書JJ申請書(原本)J、 「内訳書」及

び通院費の額を証明する書類とし、支出官が控
として保管する証拠書類(高JI本)には「支出負担
行為及び支出決議書(副本)Jに複写等により作

成した「支給調書(写 )J、「申請書(写)J、「内訳書
(写)J及び通院費の額を証明する書類(写)を添
付して編綴しておくこと。

(5)所轄局長は、アフターケア通院費の支給対象

者ごとに「アフターケア通院費支給整理簿.j(様
式第3号)を作成し、アフターケア通院費の支
給の都度、必要な事項を記入すること。
7 不正受給に対する措置
偽りその他不正な行為によりアフターケア通

院費の支車合を受けた者には、当該アフターケア通
院費を返還させること。

なお、返還に係る事務については、一般的な債
権管理事務と同様に処理すること。
8 実施期日

この要綱は、平成9年9月1日から実施する。

参考/昭和5 3年7月6日付け基発第3 8 6号「労災
保険における移送費の取扱いについて」

労災保険における傷病労働者の移送(通院を含
む。以下同じ。)が、自家用自動車を使用して行わ
れた場合に要した費用については、次に定めると
ころにより支給することとする。
1 支給対象
基準通達(往昭和 37年9月 18日付け基発第

951号)の記の1の各号に掲げる移送が、自家用自

動車を使用して行われた場合であって当該移送
に要した費用を負担する傷病労働者であること。

ただし、傷病労働者の所属する事業場の所有す
る車輔を使用して行われた移送であることが明
らかな場合は、本取扱いによる支給対象から除外
することとする。
2 支給額
移送費として支給する費用は、当該傷病労働者

の移送に要したと認められる距離(その距離に1
キロメートル未満の端数が生じた場合には、切り
上げること。)に応じて、走行1キロメートルにつ
き37円で算定した額とする。
3 路程

路程の算定は、当該地域の地理的条件にてらし
てみても最も合理的と認められる経路及びキロ
数による。
4 費用の請求

(省略) 四
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安全舗生ホームページ開設
自治労・職場改善事例集も掲載

自治労は1993年以来、毎年7
月を「安全衛生月間」と位置づ

け、全職場で点検活動を進める

よう取り組んでいるふ年目を迎
えた今年7月、自治労の安全衛

生ホームページ「安全衛生ネッ
トワーク」が開設された。アドレ

スは、 http://www.ubcnet. or. jp/
sh-netl 。欧米の労働組合のホー

ムページの中には非常に充実し

た労働安全衛生関係の情報を提
供しているものもあるが(1997

年4月号2・3頁、または全国安全

センターのホームページ http:/

Iwww.jca.ax.apc.org/joshrc/
www info.html参照)、日本の

労働組合としては初めての試み

として注目される。
「安全衛生月間」、「安全衛生顧

問制度」についての紹介などと
ともに、「職場の改善事例jが掲

載されていることが大きな特徴

だ。①職場改善事例、②町村職

場、③事務・VDU職場、④学校

給食職場、@浮校用務職場、～清
掃職場、 (L一般現業職場、⑩両院
職場、⑨消防職場、⑩保育職場、

⑪介護職場、②学校給食・用務

職場、⑩育掃・一般現業・公企職

場、⑭医療・社会福祉職場、⑮ス

トレス対策につながる職場改善

事例といった職場別の改善の具

体的事例がカラー写真で掲載さ

れており、これはそのままダウ

ンロードして「織場改善トレー

ニングシート」として活用でき

るようになっている。使い方は、

「自治労安全衛生月間職場点
検活動のてびき」で次のように
書かれている。

@活用自的
グループワークによる参加型

職場改善の機会づくりとして、

短時間でできる最も簡便な方法

である。

令活用方法の例
まず、グループに1枚の事例

シ トを配る。
グループ討議で、約 10例の改

善事例の中から一番いいと思わ

れる事例を3つ選ぶ。

その3つに順位の番号をつ
け、それぞれ選んだ理由を討議

する。

グループごとに発表し、全体
で討論する。
φ利点

グループ討議によって、現場
で工夫された良い改善点、すぐ

応用できる改善点についての見

る目を共有できること、お互い
に分かり合えること、合意形成・

意見の一致を図っていくことが

説愈手鑑盗事宅誠一ト翌日告
自治労宜主衛生対策室

icl'玄主壷主麗盟車墜
との 10年の活動陸、
指曲がり亜の取り組み
をしています。

露日

ぷ盤重宝広義重但
それぞれ独自に検討し
工夫された、自主的な
時晶改善事倒です.

t;J宗主盤主且Ji!l.
7月除、自治芦安全衛
生月間です.
安全健康で快適な職
場づくりをめざして、
参加型職場改善活動に
取り組みます.

あなたは抑制 月回目以来 1.  1# 番目め訪問者です.

Addt:&SS 東京都千代田E六番町1 自治労会結S階
自治空安盆描生対策室拘
富治体労働安全衛生研究会

T&l: 03 (3239) 9470

盈卓出

職場の改善事例
1
2

3.
4
5
ι
守

色
9

10.
11
12.
13

14. Jru
15

できることの利点がある。
φ職場改善トレーニングシート

の作成

自治体労働安全衛生研究会で
は 15種類の職場ごとのシート

を作成しているが、参加者の職

場の改善事例で作成するのが望
ましい。

なお、事例シートは改善のポ

イントがわかるように、カラー

写真を用い、カラーコピーで複
写するのがよい。

実は、この 10月12 日に熊本

市内で開催された全国安全セン

ターの九州ブロック労働安全衛

生学校で、初級グループ討論・作

業「職場の改善事例に学ぶ」を

コーディネー卜された宮北降広

氏(熊本大学医学部講師)が、「清
掃一般現業・公企職場の改善

事例」シートを使ってまったく

とのやり方でトレーニングを実

施してみた。トレーニングシー
トはホームページからダウン
ロ ドして、カラープリンター

で印刷したものを用いた。参加

者は民間職場の労働者の方が多
かったが、好評で、自らの職場の

改善の実施につながる 町T内
討論ができた。 祉幽

V DTによる「眼精疲労等J
東京. r V D T障害」については公務外

Bさんは、ある国立大学の事

務職員。 199 2年当時、時間割り
作成などのV D T作業に従事し
ていた。教室や教員名、単位数な

どを打ち込み、学生の登録も含
めて便利になるはず、だ、ったが、

肝心のソフトウエアがうまく動

かないなどのトラブルも。一方

で新年度は迫ってくる。 Bさん

の業務量が増えていき、眼の疲

れ、頭痛、めまいなどの症状に悩
まされた。

1992年3月、限科医にかかっ
たところ、「眼精疲労等」という

診断を受けた。その後もあまり
具合は変わらず、これといった

治療方法もみつからずにいたと

ころ、その眼科で大学病院を紹
介された。そこでの診断は、
r V O T症候群」であった。

やはり仕事が原因だったこと

を確信させられたわけである。

状態は仕事もたびたび休まざる
を得ないぐらいに悪化してい

た。自分だけの問題ではないと
感じたBさんは、 1993年初めに

公務災害の申請をした。

1995年8月、文部大臣からの
認定通知がようやく届いた。そ

れによると、 1992年3月に発症

した「眼精疲労等Jについては公
務災害として補償するが、同年
12月のr V O T症候群Jについて

は公務上の災害ではないという
結論。

Bさんとしては、「眼精疲労
等jもr V O T症候群」も身体の症

状としてはなんら変わらないと

思っている。医師の診断書でも、

眼科で原因がよくわからないの
で大学病院を紹介したところ、

軽度のr V D T症候群」と診断さ
れたという経過である。

なぜ原因がはっきりしない

「眼精疲労等」が公務上で、原因

40 安全センター情報1 9 9 7年11月号 安全センタ情報1 9 9 7年11月号 41

http://www.ubcnet
Iwww.jca.ax.apc.org/joshrc/


ーす

結踊長銀義徳観

が YDTだと断定している

f Y D T症候群」が公務外なのか。

1995 年 12月、納得できない B

さんは、人事院に審査申し立て

することにした。

1996年9月、人事院による職
場の調査が行われた。自分で集

めた資料をもとに説明もした。
そして、人事院がもうすぐ決定

を出すと言われた時期に、 VOT
ホットラインの新聞記事をみつ

けた。 12月には、相談を受けた

神奈川労災職業病センターが正

式に代理人になり、意見書を作

成した。
幸い身体の状態は、 1995年は

じめから始めた鍛灸治療が功を

奏したのか、ずいぶんよくなっ

た。現在はほとんど通常の勤務
に戻っている。「自分のことを

きっかけにして、職場の人たち
が自分たちの労働や条件を真剣

に考えるようになってほしいと
思っているんです」、とBさんは

語る。

1997 年 3月に代理人意見書
を提出し、「限精疲労等 Jと
f V O T症候群」の連続性、病名の

付け方の問題などを主張。しか

し7月、残念ながら人事院は、
f Y D T症候群」を公務外として

Bさんの申し立てを棄却した。

判定書によると、「眼精疲労等

が持続したり VOT症候群を発

症するほど過重な負担がかかる
ものであったとは認められな
いj、f V O T作業から離れても症

状が持続しており申立人の有す

る何らかの素因が主因となった
もの」と決めつけている。

Bさんは必ずしも納得しきれ

室主E

ないが、裁判までやるのはやは

り難しい。さらにこの問題が解

決しないと人事異動が行われ

ず、ずっと向じ職場にいざるを

得ない。そのことの方が苦痛で

もある。裁判提訴は断念 町市
した。 祉岨

神奈川労災職業病センター

部下による暴行を労災認定
大阪・人事異動トラブルの説得中

板場職、 Tさんは関西でも名

の通った“すし料理庖"の梅田支

庖の料理長。一咋年、 Tさんの部
下のAが人事異動問題で上司に

腹を立て、刃物で刺そうとした。
事前に察知したTさんは、 A

を庖外に誘い出し、近くの居酒
屋で飲ませながら説得を続けた

が、 Aはさらに逆上し、顔面、胸
部、手指切断を Tさんに負わす

凶行に及んだ。

幸いにTさんは命をとりとめ

たが、庖側は「私情によるケン
カつ」と証明をビビったが、 Tさ

んは労災被災者交流会にもちこ
み、護法労組の支援を得て、労働

基準監督署交渉に踏み切った。
昨年12月、顔面の整形外科の

手術も含めた労災補償もかちと

り、 Tさんは現在も元気阿何百
で第一線で働いている。魁よ胤

阪神医療生活協同組合

銀行員のケイワン労災認定
広島.端末入力・両替業務で発症

銀行で窓口業務と両替業務に

従事していて、手のしびれ、麻庫
などの症状を訴えていた女性労

働者の労災申請がこのほど認定

された。

Bさんは、 1996年4月、勤務先
の銀行のある支庖に転勤になっ
た。そこでは、 1 日に 150~300

枚の伝票処理を窓口の端末機を
使って行い、右手で常時キー

ボードを叩いて作業を行ってい
た。また、窓口業務の一環として

両替業務も行っていた。昨年11

月には約8,94 0k g、12月には約

13,631kg の硬貨の処理を行っ

ている。その両替業務は、 1,900g

から 3,6 00 gの重い包装硬貨の

束を、右手で手の関節を曲げた

状態で持って処理を行うため、

手関節部に過度の力が入りやす

E 霊安否認罵議麗藤嘉蔵I

い作業だった。

そのため、 11月頃から手首の
だるさや箸が使いにくい等の症

状が発生してきた。 12月に入り

両替の増加や客数の増加による

端末作業の増加によって、症状

が悪化し、年末にはさらに両替
量が急増し、右手が腫れて作業

が図難な状態にまでいたった。

今年 1月、広島市内の友和ク
リニックを受診、頚肩腕障害(手

根管症候群および尺骨神経管症

候群)と診断され、労災申請を
行っていたが、今年 8月に認定
されたもの。

上肢作業に基づく認定基準の
改正が行われ、認定基準が緩和

されたとはいえ、頚肩腕障害の

労災認定には難しいものがあ
る。今回の認定は、上肢作業に携

わっている人たちにとって今後
に期待がもてるものと 阿甘胃

言えよう。 魁i且
広島労働安全衛生センター

3日開で約百件的輔議
神奈)11・じん師・石綿ホットライン

7月 13~15 日の 3 日間、神奈

川労災職業病センターは、全造

船機械住友重機追浜・滞賀分会

と協力して「じん肺石綿健康被

害ホットラインJを実施した。
本誌7月号でも報告されてい

るように、横須賀石綿じん肺訴

訟の和解後、組合と会社との問

で退職者の補償に関する協定が

締結された。これをパネにして

さらに横須賀でのじん肺・石綿

健康被害の掘り起こしを図ろう
と、神奈川新聞の横須賀版に全

5段抜きの意見広告(別掲)も掲
載した。

相談件数は3日間で 91件と

予想を超える反響の大きさで
あった。

そのうち地元横須賀の相談が

39件で全体の4 3 % 。それも含め
て神奈川県内の棺談が59件(65
% )だ、ったが、関東各地から遠く

東北、四国からも相談が寄せら

れた。 NHKの首都圏のニュース
で報道されたためでもあり、遠

方からの相談は首都圏に住む近

親者からホットラインのことを
知らされてのものであった。

業種別では、 q造船、 ②炭鉱・

鉱山やトンネルなどの工事で粉

じん作業に従事してじん肺に

なった被災者、③石綿製品製造

工場や自動車工場などで石綿に

曝露して石綿関連疾患にかかっ

た被災者とに大別される。

造船関係が43件 (47%)と最

も多く、その内訳をみるとやは
り住友重機が14件、米海軍横須

賀基地が1 0件と多かった。ま
た、かなり高齢の被災者で旧海

軍工廠で働いてじん肺や中皮腫
になられた被災者も若干いた。

疾病別にみてみると、中皮腫
という診断を受けている方が6

件もあったことには驚かされ
た。肺がんの 6件と合わせて 12

件もの深刻な相談が寄せられた

わけであり、これらはいずれも
労災補償の対象となると考えら

れる。現在、自宅訪問などでくわ

しい職歴などの調査に当たって
いるところである。

じん肺は49件で、全体の約50

%に達するのは予想どおりだっ
たが、医者にじん肺と言われで
も、誰からもじん肺の管理区分

申請の手続も教えられないま

ま、放震されているケースが圧

倒的に多かった。しかも、この数

字はあくまで医者にじん肺と診

断されている事例に限定したも
のであり、「肺が汚いjとか「肺が

真っ黒Jとか言われながら、正確

な診断も受けないままになって

いる被災者の数を数えるとじん
肺ーの比率はもっと高くなるであ
ろう。

さらに、じん肺と診断されて
いる被災者でも労災との関係で

言うと、「会社に遠慮して労災に
していなしりとか「下請は労災に
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ならないのではないかjと思っ

て労災申請をあきらめてしまっ

ているというケースもある。

また、住友重機の退職者の補

償協定に関係するものでは、肺

がんで死亡された退職者の遺族

からの相談で「住友に 2回も電

話したがまだ回答がない」とい

う話や、じん肺と認定されてい

る方からの協定による補償の可

能性をダイレクトに聞いてくる

相談もあり、裁判和解から協定

への流れが今回のホットライン

にも有効に作用していることも

確認できた。

いずれにしても、短期間でー

連合は9月 18日、札幌市で第

1回労災防止指導員全国研究集

会を開催した。労災防止指導員

の制度は、中小零細の事業場の

労災防止対策について、民間の

経験を活かして指導効果をあげ

ようというもので、すでに3 2年

の歴史を数える。

全国の労働基準監督署ごと

に、労使団体から代表が労働大

臣の任命を受けて、とくに災害

が多発する事業場の指導を行っ

ている。

しかし、これまでに、とくに労

働側の指導員について全国的な

連携を図る取り組みがなされた

ことはなく、今回がはじめてと

なる。なお、この集会は、同月 17

挙に91件もの相談者一同嬉し

い( ? )悲鳴をあげることになっ

たが、やはり退職後のじん肺や

石綿健康被害が死角になってい

ることを実感した。 rn鴨
神奈川労災職業病セ ～

ンタ一事務局長 西田隆重

～19日に聞かれた全国産業安

全衛生大会に合わせて開催され

たもの。

この日は、労働安全コシサル

タントの安田良吉氏が「これか

らの労災防止活動の進め方」と

題して講演し、これを受けて労

災防止指導員活動の:犬況につい

て議論が進められた。そのなか

では、指導員の活動状況は、いま

まではほとんど個々の裁量に委

ねられていたため、地域によっ

て千差万別であり、時間を割い

ている割りには十分な効果があ

げられている状態ではなかった

ことが明らかになっている。

また、同日夕方からは、中央労

働災害防止協会の主催により、

全国の労使双方の指導員が参加

する「第 1回労災防止指導員全

国交流会」も開催され、懇親の機

会をもった。

中小、未組織の職場の労働安

全衛生対策のためには、労働目u
の取り組み強化が必要であり、

ずの展開待され国

関西労働者安全センター

亀戸ひまわり診療所が移転
東京・9月1日から、スペースも拡大

働く者、地域住民に信頼され

る医療機関をめざして亀戸ひま

わり診療所が設立され、はや 7

年が経過しました。労災被災者、

じん肺や頚肩腕障害、腰痛症な

どはもとより、地域に親しまれ

労災防止指導員の全国連携へ
北海道.連合が全国研究集会を開催

44 安全センター情報 1997年 11月号

現場のニース、にあった産業医、

顧問医活動、職場・作業改善支援

のための健診、調査、研修等の活

動に力を入れていきたいと思い

ます。(写真は移転後の9月13日

に開催された亀戸ひまわり診療

所を応援する会の第5 ～

回総会後の懇親会) 組↓凪

亀戸ひまわり診療所の新住所

江東区亀戸 7-10-1 Zビル 2階

T EL (03)5609-1823
F心 ((03)5609-1886

安心してかかれる診療所として

赤ちゃんからお年寄りまで気軽

に利用されるようになっていま

す。

一方、日常診療活動のほか、労

災職業病栢談、常磐炭団の炭鉱

離職者のじん肺健診、日本化学

クロム被害者健診、地域住民の

健康被害調査、建設労働者のじ

ん肺・アスベスト関連疾患対策、

外国人労働者の医療問題、産業

保健活動、職場改善をサポート

する対策志向ロコ健診活動などに

取り組んでいます。

そうした実績を踏まえて今年

9月 1日、江東区亀戸 7丁目のビ

ルに移転することになりまし

た。新診療所は建物も新しく、ス

ペースもひろがり、ゆったりし

た雰囲気で患者さんを迎えられ

ます。また、レントゲン等の医療

機器も最新のものを導入し、今

後の診療に大きな威力を発揮し

ます。

亀戸ひまわり診療所設立7周

年を節目に、東京東部労災職業

病センターとしても診療所との

連携を強化していきます。職場

や地域にどんどん入っていき、 東京東部労災職業病センター

アスベスト企業に「殺人罪」
海外短信・ Workers' Health

International Newsletter

調イタリアの Turin地方裁判

所が、 1992年に閉鎖されたアス

ベスト工場の経営者など9人に

対して、「殺人罪J(1 1人の労働

者が死亡した)を適用し、罰金

15C嶋リラの罰金と、懲役7か月

から 8年の判決を下した。

圃アメリカでビルのカビが問題

になっているロ無害のものが多

いが、しばしばカゼその他の感

染症を増悪させるものもある。

聞アメリカ・ニューヨークで運

輸局のビルを監督官が調査した

ところ、有害な薗が発見された。

圃「間接喫煙はドラッグであ

るん特に公共職場での間接喫煙

の問題をとりあげたガイドブッ

クを CanadianA u t o Workers' 

Union のジム・オーニールさん

がまとめた。

圃アメリカのデトロイトと南西

ヴァージニアにおいて、新たな

L e gionnaires' Dise国 e(高熱と 
吐き気を伴う伝染症)が発生し、

2人が死亡し、少なくとも 37 人

が擢患した。アメリカでの発症
例は毎年l万人を数え、 5~15

%が死に3"る。病気の原因とな

るバクテリアは、ビルの空調シ

ステムから起きることが多いと

されている。

園カナダの Ontario's Occupa

tional Disease Panelが、金属職 

場における切削泊と食道がんの

凶果関係を報告している。
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開港 I
全国労働安全衛生センタ一連絡会議

圃1 9 9 6年9月にストックホル

ムで、労働安全衛生国際会議が

開催され、WHINのSimon

Pickvanceが基調報告を行つ

た。基調講演は、オレゴン大学の

JoanAcker氏が行ない、女性労

働のことを報告した。また、ジン

パヴェ労働組合会議のR e n e 

Lowenson氏が参加型安全衛生

活動の有効性を訴え、アスベス

卜疾患の被災者でもあるス

ウェーデンの被災者団体:Asbes
t k a m p 8 5の羽laino Pietikainen 

氏も参加した。情勢として、規制

緩和にともない、補償面でも保

険システムの検討が進められて

いる。いかに労働者の苦情を処

理するかが経営側にとっても課

題になっている。 EU統合など

のグローパリゼーションによっ

て、 No r d i cシステムが崩れてき

ている。リーンプロダクション

など新たな生産性向上策によっ

て、労働者が健康を損なわれて

いる。

現1996年10月、ILOが専門家

会議を開催して、労働者の個人

データ保護に関する規約案を作

成した。

園アメリカのOSHAが、人造無

機繊維(synthetic mineral

fibres: SMFs)が、安全衛生の最

有先課題であるとしている。現

在、被災者団体と製造業者団体

が対立している。

圃カナダのCAW労組第1 1 2支

部が、イソシアネー卜の使用基

準についての交渉を続けてきた

が、行政基準の1 0 p p bより厳し

い5 p p bを超える場合には、作業

を中止するという協定を勝ち

取った。アメリカのNIOSHは

「イソシアネート曝露による瑞

息や死亡を防ぐためにjという

ブ、ツクレットを出している。

園化学物質安全国際プログラム

O P C S )において、アスベストに

ついての議論が起きている。カ

ナダはクリソタイル安全説を主

張し、会議の席を立つほどだ。

圃オーストラリア政府の行政官

が、清掃用品に使われる化学物

質について、ラベルや安全デー

タシート(MSDS)が不充分で

あるために、使用者が危険にさ

らされていると警告している。

園アメリカのExide社が、 OSH

Aや労働組合代表委員との問

に、バッテリー製造工程での鉛、

ヒ素、カドミウムの曝露から労

働者を保護するための協定を結

んだ。「できるかぎり最低の」曝

露にするために努力するとされ

ている。今後UAWなど各労働

組合との検討に入る。

掴イギリスで教育予算の削減に

ともない、実験室での安全が保

てなくなっている。S a v e British 

Serviceの会議でも、マンチェス

ター大学の教授が、もしこのま

まの状態が続けば、半分の実験

室は閉鎖せざるを得なくなると

訴えている。

聞アメリカのRockwell Inter-

national社は、 1994年に同社の

実験所で研究者2人が死亡した

爆発事故について、爆発する恐

れのある化学物質を違法に扱わ

せた罪を認めた。

置オランタ研究技術者労働組合

安全衛生委員会は、 2年間の実験

室における労働条件に関する調

査を終えた。その結果をC D -

ROMで広めるとともに、要望

等をコンピュータ一通信で受け

付けることになった。

園Foundation for Advance-

men臼 inScience and Educa-

tionの調査によると、アメリカ

の港から国内で使用禁止されて

いる化学物質が大量に輸出され

ている。例えば1 9 9 4年に有害な

化学物質は526,172,740ポンド

輸出され、そのうちの7 3 %は何

なのか不明である。

圃ニュージーランド技術者労働

組合は、反復作業の規制基準の

改善求めている。法律ではVDT

作業について、 1時間ごとに 10

分の休憩を義務付けているが、

同労組は全ての反復作業に主橡

を広げるとともに、 3分ごとに

1 0秒の休憩を主張しているロコ

ンビューター・ユーザーの疲労

のトップは眼の訴えである。

置カリフォルニア大学パーク

レー校のJames Sheedy教授に

よると、毎年1,。 0 0万人以上の

労働者カ唱艮科測院医を訪れ、 4割

は特別のH蜘使って国
いるG

干 108東京都港区三田 3-1-3 MKビル3階 PHONE(03) 5232-0182 /FAX( 03) 5232-0183 
E-mail joshrc@jca.ax.apc.org HOMEPAGE http://www.j印 ax. apc.org! joshrcl

東京.東京東部労災職業病センター
〒 136江東区亀戸1-33-7

東京.=多摩労災職業病センター
〒185国分寺市南町2-6-7丸山会館2-5

東京.三多摩労災職業病研究会
〒185国分寺市本町3-13-15三多摩医療生協会館内

神奈川.社団法人神奈川労災職業病センター
干 23日横浜市鶴見区豊岡町20-9サンコーポ豊岡505

新潟.財団法人新潟県安全衛生センター
〒951新潟市東堀通2-481

静岡.清水地区労センター
〒424清水市小柴町2-8

京都・京都労働安全衛生連絡会議
〒601京都市南区西九条東島町50-9山本ビル3階

大阪.関西労働者安全センター
〒540大阪市中央区内本町 1-2-13ばんらいビル602

兵庫.尼崎労働者安全衛生センター
〒660尼崎市長桝本通1-1ι7阪神医療生協気付

兵庫.関西労災職業病研究会
子660尼崎市長洲本通1-1ι7阪神医療生協長洲支部

広 島・広島県労働安全衛生センター
〒732広島市南区稲荷町5-4前回ピル

鳥取.鳥取県労働安全衛生センター
〒68日鳥取市南町505自治労会館内

愛媛.愛媛労働災害職業病対策会議
干792新居浜市新田町1-9-9

高知.財団法人高知県労働安全衛生センター
〒780高知市蔚野イワ井旧1275-1

熊本.熊本県労働安全衛生センター
〒861-21熊本市神咽I秋田 3441一泊主事レ クタウンクりニック

大分.社団法人大分県勤労者安全衛生センター
〒870大分市寿町 1-3労働福祉会館内

宮崎.旧松尾鉱山被害者の会
〒 883日向市財光寺283-211長江凶地 1-14

自治体.自治体労働安全衛生研究会
〒 102千代田区六番町1自治労会館3階

1EL( 03)3683-9765 !FAX(03)36必-9766

1EL( 0423)24-1024 !FAX( 0423)24-1024

1EL( 0423)24-1922 !FAX( 0423)25-2663

1EL( 045)573-4289 !FAX( 045)57子1948

TEL (025)228-2127 !FAX(025)222-0914

1EL( 0543)66-6888 !F必C(0543)66-6889

1EL( 075)691-6191 !F必 tω75)691-6145

1EL( 06)943-1527

1EL( 06)488-9952

1EL( 06)488-9952

!F必 C(日6)943-1528

!FAX(0 6 ) 4号8-2762

!FAX( 06)488-2762

1EL( Cロ) 264-4110 !F必C(082)264-4110

1EL( 0857)22-6110 ! F必C(0857)37-0090

1EL( 0897)34-0209 !F必王(0897)37-1467

1EL( 0888)45-3953 !F必 Eω888)45-3928

TEL (096)3ω 1991 !F.必((096)368-6177

1EL( 0975)37-7991 !F.必((0975)34-8671

1 E L ( 0982)53-9400 ! F必( (0982)53-3404

τEL (03)3239-9470 !FAX( 03)3264-1432

(オブザーバー)

福 島.福島県労働安全衛生センター
干 960福島市船場町1-5τEL (0245)23-3586 !F必王(ω45)23-3587

山 口・山口県安全センター
干754山口県小郡首凝局私書箱44号
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